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規 則  

 

 横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼 務 に 関 す

る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 11 号  

   横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼  

   務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 市 民 局 窓 口 サ ー ビ ス 部 窓 口 サ ー ビ ス 課 の 職 員 の 兼 務 に 関 す

る 規 則 （ 平 成 20 年 ７ 月 横 浜 市 規 則 第 81 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 号 中 「 、 個 人 事 項 証 明 書 及 び 一 部 事 項 証 明 書 」 を 「 及

び 個 人 事 項 証 明 書 」 に 改 め 、 「 。 ） 」 の 次 に 「 並 び に 戸 籍 の 一 部 事

項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る も の 等 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、

同 条 第 ４ 号 中 「 も の 等 」 の 次 に 「 又 は 電 子 申 請 に よ る も の 」 を 加 え

、 同 条 第 ５ 号 中 「 、 個 人 事 項 証 明 書 及 び 」 を 「 及 び 個 人 事 項 証 明 書

の 交 付 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る も の 等 又 は 電 子 申 請 に よ る も の に 限 る

。 ） 並 び に 除 か れ た 戸 籍 の 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  
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 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 12 号  

   生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 生 活 保 護 法 施 行 細 則 （ 昭 和 31 年 10 月 横 浜 市 規 則 第 79 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 １ 項 中 「 生 活 保 護 法 に よ る 進 学 準 備 給 付 金 申 請 書 」 を 「

生 活 保 護 法 に よ る 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 申 請 書 」 に 改 め る 。  

 第 ４ 条 第 ４ 項 中 「 進 学 準 備 給 付 金 の 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金

の 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 決 定 通 知 書 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金

決 定 通 知 書 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 」 を 「 進 学

・ 就 職 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 」 に 改 め る 。  

 第 18 条 中 「 進 学 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知 書 」 を 「 進 学 ・

就 職 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知 書 」 に 改 め る 。  

 別 記 様 式 目 次 中  

「 第 ２ 号 様 式 の ３  生 活 保 護 法 に よ る 進 学 準 備 給 付 金 申 請 書 （ 第  

         ２ 条 第 １ 項 ）               」

を  

「 第 ２ 号 様 式 の ３  生 活 保 護 法 に よ る 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 申 請  

         書 （ 第 ２ 条 第 １ 項 ）            」

に 、  

「 第 27 号 様 式  進 学 準 備 給 付 金 決 定 通 知 書 （ 第 ４ 条 第 ４ 項 ）  

 第 28 号 様 式  進 学 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 （ 第 ４ 条 第 ４  

       項 ）                     」

を  

「 第 27 号 様 式  進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 決 定 通 知 書 （ 第 ４ 条 第 ４ 項  

       ）  

 第 28 号 様 式  進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 （ 第 ４  

       条 第 ４ 項 ）                  」

に 、  

「 第 46 号 様 式 の ３  進 学 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知 書 （ 第  

         18 条 ）                  」

を  

「 第 46 号 様 式 の ３  進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知  

         書 （ 第 18 条 ）               」

に 改 め る 。  

 第 ２ 号 様 式 の ３ を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第２号様式の３(第２条第１項) 

  生活保護法による進学・就職準備給付金申請書 

受

理

印

年  月  日  

(申請先) 

 福祉保健センター長 

申請者   住所又は居所  
 (進学する者又は就職する者) 

  氏名 

進学・就職準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

１ 進学・就職する先（大学等名、会社名等） 

  名称

２ 進学・就職後の居住先(該当する□にチェックを入れてください。) 

□ 進学・就職前の住宅と同じ

□ 転居により進学・就職前と異なる住居に居住(居住(予定)地を記載してください。)

居住(予定)地 

３ 就職の場合、おおむね６月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることが 

  できると見込まれる理由 

４ 進学・就職準備給付金振込先(申請者名義の口座に限ります。) 

  金融機関名           銀行・信用金庫・信用組合 

(該当する金融機関の種類に○をしてください。) 

支 店 名 支店 

預 金 種 類 □ 普通預金  □ 当座預金 

(該当する□にチェックを入れてください。) 

口 座 番 号 口座名義人
（ フリ ガナ）

 

(右につめて記載してください。) 
※上記の支店名・口座番号・口座名義人が確認できる通帳の写しなどの書類を添付してください。

５ 添付した関係書類(添付した書類の□にチェックを入れてください。) 

(1) 進学の場合

① 入学手続に着手していることが確認できる書類(以下のいずれか)

□ 入学金を納付したことを証明する書類の写し

□ 入学金延納(進学後に納付すること)を申請した書類の写し

□ （入学金等の納付が不要な場合）進学先に提出する誓約書や進学先が発行する入学手続が

完了したことを証明する書類等の写し

② (進学に伴い転居する場合のみ)転居することを確認できる書類

□ 新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し

③ その他支給決定に当たり必要な書類

□(  ) 

(2) 就職の場合

① 就職する見込みであることが確認できる書類（以下のいずれか）

□ 内定通知書、事業主の発行する就職証明書の写し

□ （個人事業主の場合）個人事業の開業届の写し

□ その他確実に就職先に就職することを証する書類

② （就職に伴い転居する場合のみ）転居することを確認できる書類

□ 新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し

(Ａ４) 
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 第 ３ 号 様 式 表 面 中 「 15  そ の 他 の 手 当 等 （ 具 体 的 に 記 入 し て く だ

さ い 。 ） 」 を 「 15  年 金 生 活 者 支 援 給 付 金  16  そ の 他 の 手 当 等 （

具 体 的 に 記 入 し て く だ さ い 。 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 裏 面 中 「 懲 役 」 を

「 拘 禁 刑 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 」 に

改 め る 。  

 第 ３ 号 様 式 の ２ 表 面 中 「 15  そ の 他 の 手 当 等 （ 具 体 的 に 記 入 し て

く だ さ い 。 ） 」 を 「 15  年 金 生 活 者 支 援 給 付 金  16  そ の 他 の 手 当

等 （ 具 体 的 に 記 入 し て く だ さ い 。 ） 」 に 改 め る 。  

 第 ４ 号 様 式 裏 面 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 」

を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 号 様 式 表 面 中  

「   

 
 

       」  

を  

「  

 
 

       」  

に 、  

「  

  

 

 

 

 

 

                          」  

を  

「  

  

 

 

 

 

 

 

                          」  

に 改 め 、 同 様 式 裏 面 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金

」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 」 に 改 め る 。  

 第 27 号 様 式 中 「 進 学 準 備 給 付 金 決 定 通 知 書 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備
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給 付 金 決 定 通 知 書 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 に 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備

給 付 金 に 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 の 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 の

」 に 改 め る 。  

 第 28 号 様 式 中 「 進 学 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 」 を 「 進 学 ・

就 職 準 備 給 付 金 申 請 却 下 決 定 通 知 書 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 に 」 を

「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 に 」 に 改 め る 。  

 第 46 号 様 式 の ２ 中 「 進 学 準 備 給 付 金 の 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付

金 の 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 費 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 費 」 に

改 め る 。  

 第 46 号 様 式 の ３ 中 「 進 学 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知 書 」 を

「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 費 用 等 徴 収 金 決 定 通 知 書 」 に 、 「 進 学 準 備

給 付 金 の 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 の 」 に 、 「 進 学 準 備 給 付 金 費

を 」 を 「 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 費 を 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ３ 号 様 式 裏 面

、 第 ４ 号 様 式 裏 面 及 び 第 ６ 号 様 式 裏 面 の 改 正 規 定 （ 「 懲 役 」 を 「

拘 禁 刑 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行

す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施

行 細 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て い る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、

適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で き る 。  
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 横 浜 市 道 路 監 視 員 設 置 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 13 号  

   横 浜 市 道 路 監 視 員 設 置 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 道 路 監 視 員 設 置 規 則 （ 昭 和 40 年 ８ 月 横 浜 市 規 則 第 72 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 の 見 出 し 中 「 命 免 」 を 「 任 免 」 に 改 め 、 同 条 中 「 の 各 号 」

を 削 り 、 「 命 免 す る 」 を 「 任 免 す る 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中 「 事 務

職 員 及 び 技 術 職 員 」 を 「 職 員 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 を 削 り 、 同 条 第

３ 号 中 「 道 路 局 又 は 土 木 事 務 所 の 」 を 削 り 、 同 号 を 同 条 第 ２ 号 と す

る 。  

 第 ３ 条 第 ２ 号 中 「 者 ま た は 」 を 「 者 又 は 」 に 、 「 注 意 ま た は 是 正

勧 告 」 を 「 是 正 指 導 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 注 意 ま た は 是 正 勧 告

」 を 「 是 正 指 導 」 に 改 め る 。  

 別 記 様 式 表 面 中 「 職  名  を 「 氏  名 」 に 改 め 、 同 様 式 裏 面 を 次  

         氏  名 」  

の よ う に 改 め る 。  
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   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る こ の 規 則 に よ る 改 正 前

の 横 浜 市 道 路 監 視 員 設 置 規 則 別 記 様 式 に よ る 証 票 は 、 こ の 規 則 に

よ る 改 正 後 の 横 浜 市 道 路 監 視 員 設 置 規 則 別 記 様 式 に よ る 証 票 と み

な す 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第 74 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ８ 月 18 日  よ ご う 歯 科 ク リ ニ ッ

ク  

港 北 区 綱 島 東 一 丁 目

６ 番 10 号  

令 和 ６ 年 12 月 ５ 日  ベ ル デ ィ ー ナ ク リ ニ

ッ ク  

港 北 区 高 田 西 三 丁 目

１ 番 13 号  

令 和 ７ 年 １ 月 １ 日  イ ム ノ フ ァ ー マ シ ー

分 店  

鶴 見 区 市 場 富 士 見 町

11 番 17 号  

 同  ソ ル ジ ェ ン テ 整 形 外

科 ク リ ニ ッ ク  

鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁

目 １ 番 ３ 号  

 同  の げ 町 歯 科 室  中 区 野 毛 町 ３ 丁 目 13  

8 番 地  

 同  こ の は な 薬 局  中 区 不 老 町 ３ 丁 目 14

番 地 の ２  

 同  川 崎 整 形 外 科  南 区 井 土 ケ 谷 下 町 21  

3 番 地  

 同  通 町 薬 局  南 区 通 町 ４ 丁 目 84 番

地  

 同  訪 問 薬 局 横 浜 さ く ら  南 区 別 所 一 丁 目 ２ 番

５ 号  

 同  岡 村 デ ン タ ル ク リ ニ

ッ ク  

旭 区 今 宿 一 丁 目 27 番

３ 号  

 同  Ｌ Ｏ Ｍ  Ｃ Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ

Ｃ  

磯 子 区 洋 光 台 六 丁 目

20 番 １ 号  

 同  神 奈 川 リ ウ マ チ ク リ

ニ ッ ク  

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の 17  

 同  ウ グ イ ス 薬 局  港 北 区 新 羽 町  2,079  

番 地  

 同  た ま プ ラ ー ザ め ぐ み

薬 局  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 17 番 地 の ２  

 同  ０ 歳 か ら の こ ど も ク

リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町  4,211  

番 地  

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日  つ ど い 薬 局 矢 向 店  鶴 見 区 矢 向 四 丁 目 33

番 ８ 号   
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 同  大 口 駅 前 泌 尿 器 科 ・

皮 膚 科 ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 神 之 木 町 １

番 32 号  

 同  そ う ご う 薬 局 大 口 駅

前 店  

神 奈 川 区 神 之 木 町 １

番 32 号  

 同  オ ル ト 歯 科  神 奈 川 区 新 子 安 一 丁

目 ２ 番 ４ 号  

 同  新 横 浜 薬 局  港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の 17  

 同  ス ギ 薬 局 在 宅 調 剤 セ

ン タ ー 横 浜 港 北 店  

港 北 区 日 吉 本 町 三 丁

目 24 番 51 号  

 同  あ ざ み 野 Ｌ 岡 見 歯 科  青 葉 区 美 し が 丘 五 丁

目 13 番 地 の ８  

 同  サ カ エ 薬 局 こ ど も の

国 店  

青 葉 区 奈 良 一 丁 目 ３

番 地 の ３  

 同  ド ラ ッ グ セ イ ム ス 戸

塚 汲 沢 薬 局  

戸 塚 区 汲 沢 八 丁 目 10

番 １ 号  

 同  ク リ エ イ ト 薬 局 戸 塚

矢 部 町 店  

戸 塚 区 矢 部 町  445 番

地  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

医 療 法 人 社

団 ユ ニ メ デ

ィ コ  

泉 区 領 家 三

丁 目 ２ 番 地

の ４  

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 輪  

青 葉 区 千 草 台

25 番 地 の 11  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

Ｄ ａ ｖ Ｒ ｕ

株 式 会 社  

厚 木 市 飯 山  

 1,121 番 地

の ２  

ぜ ろ ひ ゃ く 横

浜 訪 問 看 護 リ

ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン  

中 区 大 平 町 20

番 地  

 同  株 式 会 社 ０  東 京 都 文 京

区 湯 島 ４ 丁

目 ６ 番 11 号  

横 浜 訪 問 看 護

ゆ う 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

新 横 浜  

港 北 区 新 横 浜

三 丁 目 16 番 地

の 10  

 同  エ フ ィ ラ グ

ル ー プ 株 式

会 社  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ６

番 地 の 13  

ア ポ ロ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 17 番 地

の 11  

令 和 ７ 年

３ 月 １ 日  

合 同 会 社 麻

田 企 画  

南 区 共 進 町

１ 丁 目 16 番

地 の ２  

Ｙ Ｏ Ｕ Ｋ Ｉ よ

こ は ま 訪 問 看

護 リ ハ ビ リ ケ

ア  

南 区 井 土 ケ 谷

下 町 37 番 地 の

９  
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横 浜 市 告 示 第 75 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名  

 

  名  称  

 

所 在 地  

令 和 ７ 年

３ 月 １ 日  

松  永  宏  信  Ｂ ‐ nap 鍼 灸 治 療

院  

鶴 見 区 豊 岡 町 24 番

24 号  

 同  林    裕 次 郎  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

 同  山  口  眞  子  ひ ら い は り き ゅ

う 院 東 神 奈 川 院  

神 奈 川 区 西 神 奈 川

一 丁 目 ７ 番 地 の 10  

 同   同  ひ ら い 接 骨 院 東

神 奈 川 院  

神 奈 川 区 西 神 奈 川

一 丁 目 ７ 番 地 の 10  

 同  蓮  見  隆  宗  こ ん ぺ い と う 鍼

灸 マ ッ サ ー ジ 治

療 院  

神 奈 川 区 反 町 ３ 丁

目 23 番 地 の 12  

 同  千  葉  悠  樹  長 者 町 ビ オ ス 鍼

灸 院  

中 区 山 吹 町 １ 番 地

の ７  

 同  小 河 原  朱  理  長 者 町 ビ オ ス 整

骨 院  

中 区 山 吹 町 １ 番 地

の ７  

 同  峯  島  拓  海   同   同  

 同  鈴  木    翔  フ レ ア ス 在 宅 マ

ッ サ ー ジ 横 浜 磯

子 区 施 術 所  

磯 子 区 岡 村 六 丁 目

１ 番 19 号  

 同  岡  部  敦  子  わ か ば あ ん ま マ

ッ サ ー ジ 指 圧 治

療 院  

金 沢 区 六 浦 一 丁 目

１ 番 14 号  

 同  古  賀    繁  開 設 な し  青 葉 区 し ら と り 台

12 番 地 の 12  

 同  芹  澤  琴  音  ふ た ば 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 院  

戸 塚 区 品 濃 町  515  

番 地 の １  

 同  高  村    奨   同   同  

 同  佐  藤    陸  戸 塚 西 口 あ お ば

は り き ゅ う 院  

戸 塚 区 戸 塚 町 50 番

地 の ８  
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横 浜 市 告 示 第 76 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

(新) ユ ニ ス マ イ ル 薬 局 井 土

ヶ 谷 店  

南 区 井 土 ケ 谷 中 町  156 番

地  

(旧) あ け ぼ の 薬 局  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

イ ン キ ュ ベ

ク ス 株 式 会

社  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の 15  

(新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 新

横 浜  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ２ 番 地

の 15  

(旧) け あ く る 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 新 横 浜  

令 和 ６ 年

12 月 15 日  

有 限 会 社 イ

カ リ 薬 局  

旭 区 中 希 望

が 丘  101 番

地  

メ デ ィ ケ ア 看

護 希 望 が 丘  

(新) 旭 区 中 希 望

が 丘  113 番 地

の ９  

(旧) 旭 区 中 希 望

が 丘  101 番 地  
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横 浜 市 告 示 第 77 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

７ 月 １ 日  

杉  山  拓  也  (新) 大 口 ビ オ ス 整

骨 院  

(新) 神 奈 川 区 大 口 通

８ 番 地 の ３  

(旧) 長 者 町 ビ オ ス

整 骨 院  

(旧) 中 区 山 吹 町 １ 番

地 の ７  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

滝  浪  悠  志  (新) こ ん ぺ い と う

鍼 灸 マ ッ サ ー ジ

治 療 院  

(新) 神 奈 川 区 反 町 ３

丁 目 23 番 地 の 12  

(旧) 開 設 な し  (旧) 神 奈 川 区 反 町 １

丁 目 ６ 番 地 の 12  

令 和 ７ 年

２ 月 １ 日  

渥  見  建  太  は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ グ ッ

ド ラ イ フ サ ポ ー

ト  

(新) 神 奈 川 区 大 口 通

２ 番 地 の １  

(旧) 神 奈 川 区 七 島 町  

 106 番 地 の ７  

 同  朝  香  大  助  (新) 美 し が 丘 マ ッ

サ ー ジ 院  

(新) 青 葉 区 美 し が 丘

二 丁 目 15 番 地 の ２  

(旧) 美 し が 丘 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 院  

(旧) 青 葉 区 美 し が 丘

二 丁 目 21 番 地 の ２  

令 和 ７ 年

２ 月 10 日  

早  川  晶  人  (新) ガ ー ベ ラ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院  

(新) 神 奈 川 区 七 島 町  

 113 番 地  

(旧) 鍼 灸 マ ッ サ ー

ジ 治 療 院 Ｚ Ｅ Ａ

L 子 安 店  

(旧) 神 奈 川 区 子 安 通

１ 丁 目 ５ 番 地 の １  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 193 号 令和７年３月14日 

15 

横 浜 市 告 示 第 78 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

休 止 年 月 日  名  称     所 在 地  

令 和 ７ 年 １ 月 １ 日  シ ー ル ド 薬 局  鶴 見 区 岸 谷 一 丁 目 23

番 10 号  
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横 浜 市 告 示 第 79 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 １ 月 31 日  中 谷 医 院  保 土 ケ 谷 区 川 島 町 1,  

485 番 地  

令 和 ６ 年 ８ 月 17 日  よ ご う 歯 科 ク リ ニ ッ

ク  

港 北 区 綱 島 西 二 丁 目

８ 番 １ 号  

令 和 ６ 年 11 月 30 日  た ん ぽ ぽ 薬 局  瀬 谷 区 三 ツ 境 21 番 地  

令 和 ６ 年 12 月 １ 日  横 濱 高 島 診 療 所  西 区 高 島 二 丁 目 14 番

11 号  

令 和 ６ 年 12 月 ４ 日  ベ ル デ ィ ー ナ ク リ ニ

ッ ク  

港 北 区 高 田 西 三 丁 目

１ 番 13 号  

令 和 ６ 年 12 月 ５ 日  か わ の ク リ ニ ッ ク  港 北 区 新 羽 町  1,625  

番 地  

令 和 ６ 年 12 月 28 日  オ ル ト 歯 科  神 奈 川 区 新 子 安 一 丁

目 ２ 番 ４ 号  

令 和 ６ 年 12 月 30 日  瀬 谷 こ ど も ク リ ニ ッ

ク  

瀬 谷 区 中 央 １ 番 地 の

10  

令 和 ６ 年 12 月 31 日  イ ム ノ フ ァ ー マ シ ー

分 店  

鶴 見 区 市 場 富 士 見 町

11 番 17 号  

 同  生 麦 フ ァ ミ リ ー ク リ

ニ ッ ク  

鶴 見 区 岸 谷 一 丁 目 23

番 10 号  

 同  ソ ル ジ ェ ン テ 整 形 外

科 ク リ ニ ッ ク  

鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁

目 １ 番 ３ 号  

 同  あ ら た 内 科 医 院  鶴 見 区 豊 岡 町 ７ 番 ７

号  

 同  横 浜 は じ め 病 院  神 奈 川 区 大 口 通  130  

番 地  

 同  医 療 法 人 社 団 そ れ い

ゆ 三 ツ 沢 皮 膚 科 ク リ

ニ ッ ク  

神 奈 川 区 三 ツ 沢 下 町

12 番 ５ 号  

 同  原 産 科 婦 人 科 ク リ ニ

ッ ク  

神 奈 川 区 六 角 橋 一 丁

目 30 番 ４ 号  

 同  の げ 町 歯 科 室  中 区 野 毛 町 ３ 丁 目 13  

8 番 地  

 同  こ の は な 薬 局  中 区 不 老 町 ３ 丁 目 14

番 地 の ２  

 同  川 崎 整 形 外 科  南 区 井 土 ケ 谷 下 町 21   
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  3 番 地  

 同  高 橋 薬 局 弘 明 寺 店  南 区 通 町 ４ 丁 目 84 番

地  

 同  訪 問 薬 局 横 浜 さ く ら  南 区 宮 元 町 ２ 丁 目 32

番 地  

 同  岡 村 デ ン タ ル ク リ ニ

ッ ク  

旭 区 今 宿 一 丁 目 27 番

３ 号  

 同  Ｌ Ｏ Ｍ  Ｃ Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ

Ｃ  

磯 子 区 洋 光 台 六 丁 目

20 番 １ 号  

 同  き み ど り 薬 局  金 沢 区 能 見 台 通 ７ 番

22 号  

 同  神 奈 川 リ ウ マ チ ク リ

ニ ッ ク  

港 北 区 新 横 浜 二 丁 目

４ 番 地 の 17  

 同  ウ グ イ ス 薬 局  港 北 区 新 羽 町  2,079  

番 地  

 同  大 信 薬 局 た ま プ ラ ー

ザ 店  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 17 番 地 の ２  

 同  ０ 歳 か ら の こ ど も ク

リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町  4,211  

番 地  

令 和 ７ 年 １ 月 20 日  有 限 会 社 大 村 薬 局  保 土 ケ 谷 区 岩 間 町 １

丁 目 ６ 番 地 の 18  

令 和 ７ 年 １ 月 31 日  駒 岡 歯 科 医 院  鶴 見 区 駒 岡 一 丁 目 28

番 １ 号  
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横 浜 市 告 示 第 80 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 30 日  

砂  原  裕  樹  戸 塚 西 口 あ お ば

は り き ゅ う 院  

戸 塚 区 戸 塚 町 50 番

地 の ８  

令 和 ７ 年

２ 月 １ 日  

横  山  哲  也  長 者 町 ビ オ ス 整

骨 院  

中 区 山 吹 町 １ 番 地

の ７  
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横 浜 市 告 示 第 81 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 10 月 31 日  昭 和 堂 薬 局  西 区 高 島 二 丁 目 16 番  

令 和 ７ 年 ２ 月 28 日  緑 園 都 市 耳 鼻 咽 喉 科

酒 井 医 院  

泉 区 緑 園 四 丁 目 １ 番

地 の ２  
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横 浜 市 告 示 第 82 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 30 年

５ 月 １ 日  

株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協

会  

港 北 区 小 机

町  893 番 地  

(新) エ ー ル 福 祉

協 会  

中 区 弥 生 町 ２

丁 目 15 番 地 の

１  (旧) 株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協 会

ケ ア サ ー ビ ス

事 業 部  

令 和 ６ 年

３ 月 15 日  

セ ン ト ケ ア

神 奈 川 株 式

会 社  

中 区 太 田 町

４ 丁 目 55 番

地  

セ ン ト ケ ア あ

さ ひ  

(新) 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目 ２

番 17 号  

(旧) 旭 区 さ ち が

丘 99 番 地 の １  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

(新) 横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協 会

訪 問 介 護 看 護

い そ ご  

磯 子 区 東 町 15

番 32 号  

(旧) 横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協 会

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン い そ

ご  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

イ ス ラ ッ シ

ュ  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の 15  

(新) 訪 問 介 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 鶴

見  

鶴 見 区 梶 山 二

丁 目 ８ 番 23 号  

(旧) 介 護 の 王 国

訪 問 介 護 ス テ

ー シ ョ ン 梶 山  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 介 護 看 護 せ

や  

(新) 瀬 谷 区 三 ツ

境  100 番 地 の

６  

(旧) 瀬 谷 区 三 ツ

境 １ 番 地 の ５  

令 和 ６ 年

12 月 １ 日  

株 式 会 社 フ

ル ラ イ フ  

南 区 山 王 町

３ 丁 目 24 番

地 の ８  

フ ル ラ イ フ 神

奈 川  

(新) 神 奈 川 区 反

町 ４ 丁 目 37 番

地 の １   
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    (旧) 神 奈 川 区 神

奈 川 二 丁 目 11

番 地 の 18  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 入 浴 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 15 日  

セ ン ト ケ ア

神 奈 川 株 式

会 社  

中 区 太 田 町

４ 丁 目 55 番

地  

セ ン ト ケ ア あ

さ ひ  

(新) 旭 区 鶴 ケ 峰

本 町 一 丁 目 ２

番 17 号  

(旧) 旭 区 さ ち が

丘 99 番 地 の １  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

イ ス ラ ッ シ

ュ  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の 15  

(新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 鶴

見  

鶴 見 区 梶 山 二

丁 目 ８ 番 23 号  

(旧) 看 護 の 王 国

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 鶴 見  

 同  イ ン キ ュ ベ

ク ス 株 式 会

社  

 同  (新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 新

横 浜  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ２ 番 地

の 15  

(旧) け あ く る 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 新 横 浜  

令 和 ６ 年

11 月 10 日  

エ ム ズ ナ イ

ン 株 式 会 社  

東 京 都 千 代

田 区 外 神 田

５ 丁 目 １ 番

10 号  

(新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン Ｙ

Ｕ Ｌ Ｉ Ｅ Ｒ  

港 南 区 港 南 台

四 丁 目 １ 番 １

号  

(旧) ま っ ち 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

株 式 会 社 イ

リ ス  

(新) 港 北 区 新

横 浜 二 丁 目

６ 番 地 の 13  

(新) マ カ ロ ン 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 新 子 安  

神 奈 川 区 子 安

通 ２ 丁 目  270  

番 地  

(旧) 神 奈 川 区

子 安 通 ２ 丁

目  270 番 地  

(旧) イ リ ス 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ニ ス マ イ ル  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 練  

(新) ユ ニ ス マ イ

ル 薬 局 井 土 ヶ  

南 区 井 土 ケ 谷

中 町  156 番 地   
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  塀 町 68 番 地

の １  

谷 店   

(旧) あ け ぼ の 薬

局  

 

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 八

神 製 作 所  

名 古 屋 市 中

区 千 代 田 ２

丁 目 16 番 30

号  

株 式 会 社 八 神

製 作 所 ヤ ガ ミ

ホ ー ム ヘ ル ス

セ ン タ ー 横 浜  

(新) 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 18 番

地 の 20  

(旧) 神 奈 川 区 西

神 奈 川 一 丁 目

11 番 地 の ３  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 八

神 製 作 所  

名 古 屋 市 中

区 千 代 田 ２

丁 目 16 番 30

号  

株 式 会 社 八 神

製 作 所 ヤ ガ ミ

ホ ー ム ヘ ル ス

セ ン タ ー 横 浜  

(新) 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 18 番

地 の 20  

(旧) 神 奈 川 区 西

神 奈 川 一 丁 目

11 番 地 の ３  

７  居 宅 介 護 事 業 者 （ 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

(新) 横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協 会

訪 問 介 護 看 護

い そ ご  

磯 子 区 東 町 15

番 32 号  

(旧) 横 浜 市 福 祉

サ ー ビ ス 協 会

ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン い そ

ご  

８  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

平 成 30 年

５ 月 １ 日  

株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協

会  

港 北 区 小 机

町  893 番 地  

(新) エ ー ル 福 祉

協 会  

中 区 弥 生 町 ２

丁 目 15 番 地 の

１  (旧) 株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協 会

ケ ア サ ー ビ ス

事 業 部  

９  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年  セ ン ト ケ ア  中 区 太 田 町  セ ン ト ケ ア あ  (新) 旭 区 鶴 ケ 峰   
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３ 月 15 日  神 奈 川 株 式

会 社  

４ 丁 目 55 番

地  

さ ひ  本 町 一 丁 目 ２

番 17 号  

(旧) 旭 区 さ ち が

丘 99 番 地 の １  

10  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

イ ス ラ ッ シ

ュ  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 ２

番 地 の 15  

(新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 鶴

見  

鶴 見 区 梶 山 二

丁 目 ８ 番 23 号  

(旧) 看 護 の 王 国

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 鶴 見  

 同  イ ン キ ュ ベ

ク ス 株 式 会

社  

 同  (新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン ま

る っ と け あ 新

横 浜  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ２ 番 地

の 15  

(旧) け あ く る 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 新 横 浜  

令 和 ６ 年

11 月 10 日  

エ ム ズ ナ イ

ン 株 式 会 社  

東 京 都 千 代

田 区 外 神 田

５ 丁 目 １ 番

10 号  

(新) 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン Ｙ

Ｕ Ｌ Ｉ Ｅ Ｒ  

港 南 区 港 南 台

四 丁 目 １ 番 １

号  

(旧) ま っ ち 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

株 式 会 社 イ

リ ス  

(新) 港 北 区 新

横 浜 二 丁 目

６ 番 地 の 13  

(新) マ カ ロ ン 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 新 子 安  

神 奈 川 区 子 安

通 ２ 丁 目  270  

番 地  

(旧) 神 奈 川 区

子 安 通 ２ 丁

目  270 番 地  

(旧) イ リ ス 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

11  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ニ ス マ イ ル  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 練

塀 町 68 番 地

の １  

(新) ユ ニ ス マ イ

ル 薬 局 井 土 ヶ

谷 店  

南 区 井 土 ケ 谷

中 町  156 番 地  

(旧) あ け ぼ の 薬

局  

12  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年  株 式 会 社 八  名 古 屋 市 中  株 式 会 社 八 神  (新) 港 北 区 新 横   
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３ 月 １ 日  神 製 作 所  区 千 代 田 ２

丁 目 16 番 30

号  

製 作 所 ヤ ガ ミ

ホ ー ム ヘ ル ス

セ ン タ ー 横 浜  

浜 三 丁 目 18 番

地 の 20  

(旧) 神 奈 川 区 西

神 奈 川 一 丁 目

11 番 地 の ３  

13  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日  

株 式 会 社 八

神 製 作 所  

名 古 屋 市 中

区 千 代 田 ２

丁 目 16 番 30

号  

株 式 会 社 八 神

製 作 所 ヤ ガ ミ

ホ ー ム ヘ ル ス

セ ン タ ー 横 浜  

(新) 港 北 区 新 横

浜 三 丁 目 18 番

地 の 20  

(旧) 神 奈 川 区 西

神 奈 川 一 丁 目

11 番 地 の ３  

14  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

平 成 30 年

５ 月 １ 日  

株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協

会  

港 北 区 小 机

町  893 番 地  

(新) エ ー ル 福 祉

協 会  

中 区 弥 生 町 ２

丁 目 15 番 地 の

１  (旧) 株 式 会 社 エ

ー ル 福 祉 協 会

ケ ア サ ー ビ ス

事 業 部  

令 和 ６ 年

12 月 １ 日  

株 式 会 社 フ

ル ラ イ フ  

南 区 山 王 町

３ 丁 目 24 番

地 の ８  

フ ル ラ イ フ 神

奈 川  

(新) 神 奈 川 区 反

町 ４ 丁 目 37 番

地 の １  

(旧) 神 奈 川 区 神

奈 川 二 丁 目 11

番 地 の 18  
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横 浜 市 告 示 第 83 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

テ ル ウ ェ ル

東 日 本 株 式

会 社  

東 京 都 江 東

区 深 川 ２ 丁

目 ７ 番 ６ 号  

テ ル ウ ェ ル 東

日 本 二 俣 川 介

護 セ ン タ  

旭 区 二 俣 川 ２

丁 目 56 番 地  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 10 日  

薬 樹 株 式 会

社  

大 和 市 西 鶴

間 １ 丁 目 ９

番 18 号  

薬 樹 薬 局 青 葉

台  

青 葉 区 青 葉 台

一 丁 目 14 番 地

の １  

令 和 ７ 年

１ 月 17 日  

株 式 会 社 ひ

か り  

神 奈 川 区 菅

田 町  433 番

地 の ２  

ひ か り 薬 局 本

郷 台 店  

栄 区 桂 町  296  

番 地 の ２  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

社 会 福 祉 法

人 誠 幸 会  

泉 区 上 飯 田

町  2,083 番

地 の １  

泉 の 郷  泉 区 上 飯 田 町  

 2,083 番 地 の

１  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

社 会 福 祉 法

人 誠 幸 会  

泉 区 上 飯 田

町  2,083 番

地 の １  

泉 の 郷  泉 区 上 飯 田 町  

 2,083 番 地 の

１  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

医 療 法 人 社

団 裕 正 会  

青 葉 区 あ ざ

み 野 二 丁 目

９ 番 地 の 11  

グ ル ー プ ホ ー

ム ウ ェ ル ケ ア

S ｕ ｎ  

港 北 区 新 吉 田

東 八 丁 目 20 番

33 号  

 同   同   同  グ ル ー プ ホ ー

ム ウ ェ ル ケ ア  

港 北 区 新 吉 田

東 八 丁 目 31 番

13 号  

 同   同   同  グ ル ー プ ホ ー  港 北 区 新 羽 町   
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   ム ウ ェ ル ケ ア

新 羽  

 2,153 番 地  

６  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

テ ル ウ ェ ル

東 日 本 株 式

会 社  

東 京 都 江 東

区 深 川 ２ 丁

目 ７ 番 ６ 号  

テ ル ウ ェ ル 東

日 本 二 俣 川 ケ

ア プ ラ ン セ ン

タ  

旭 区 二 俣 川 ２

丁 目 56 番 地  

７  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 10 日  

薬 樹 株 式 会

社  

大 和 市 西 鶴

間 １ 丁 目 ９

番 18 号  

薬 樹 薬 局 青 葉

台  

青 葉 区 青 葉 台

一 丁 目 14 番 地

の １  

令 和 ７ 年

１ 月 17 日  

株 式 会 社 ひ

か り  

神 奈 川 区 菅

田 町  433 番

地 の ２  

ひ か り 薬 局 本

郷 台 店  

栄 区 桂 町  296  

番 地 の ２  

８  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

社 会 福 祉 法

人 誠 幸 会  

泉 区 上 飯 田

町  2,083 番

地 の １  

泉 の 郷  泉 区 上 飯 田 町  

 2,083 番 地 の

１  

９  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ７ 年

１ 月 31 日  

医 療 法 人 社

団 裕 正 会  

青 葉 区 あ ざ

み 野 二 丁 目

９ 番 地 の 11  

グ ル ー プ ホ ー

ム ウ ェ ル ケ ア

S ｕ ｎ  

港 北 区 新 吉 田

東 八 丁 目 20 番

33 号  

 同   同   同  グ ル ー プ ホ ー

ム ウ ェ ル ケ ア

新 羽  

港 北 区 新 羽 町  

 2,153 番 地  
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横 浜 市 告 示 第 84 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 再 開  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 機

関 を 次 の と お り 再 開 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

再 開 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ７ 年

２ 月 １ 日  

株 式 会 社 フ

ル ラ イ フ  

南 区 山 王 町

３ 丁 目 24 番

地 の ８  

フ ル ラ イ フ 関

内  

中 区 山 下 町 22  

5 番 地  
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横 浜 市 告 示 第 85 号  

   指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第  123 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所

在 地  

指 定 年 月

日  

サ ー ビ ス の 種

類  

Ｈ Ｉ Ｔ Ｏ Ｗ

Ａ ケ ア サ ー

ビ ス 株 式 会

社  

イ リ ー ゼ 戸

塚  

中 区 根 岸 旭

台 26 番 地 の

１  

令 和 ６ 年

12 月 １ 日  

特 定 施 設 入 居

者 生 活 介 護 、

介 護 予 防 特 定

施 設 入 居 者 生

活 介 護  
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横 浜 市 告 示 第 86 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 近 郊 緑 地 特 別 保 全 地 区 の 変 更  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 近 郊

緑 地 特 別 保 全 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 近 郊 緑 地 特 別 保 全 地 区  

  円 海 山 近 郊 緑 地 特 別 保 全 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   磯 子 区 氷 取 沢 町 及 び 金 沢 区 釜 利 谷 町 地 内  
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横 浜 市 告 示 第 87 号  

   道 路 の 占 用 を 制 限 す る 区 域 の 指 定   

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 37 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

道 路 の 占 用 を 制 限 す る 区 域 を 指 定 す る こ と と し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 告 示 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 14 日 か ら ２ 週 間 横 浜 市 道 路 局 道 路

部 管 理 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  路 線 名 及 び 占 用 を 制 限 す る 区 域  

 (1)  一 般 国 道  

 路 線 名         区       域         

１ 号  
戸 塚 区 柏 尾 町  436 番 の ５ 地 先 か ら  

同  区 同  町  170 番 の ７ 地 先 ま で  

１ 号  
戸 塚 区 戸 塚 町  4,098 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 汲 沢 町  160 番 の ２ 地 先 ま で  

 (2)  県 道  

 路 線 名         区       域  

大 田 神 奈 川  
鶴 見 区 駒 岡 五 丁 目  2,218 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 駒 岡 三 丁 目  399 番 の ５ 地 先 ま で  

大 田 神 奈 川  
鶴 見 区 馬 場 七 丁 目  1,462 番 の １ 地 先 か ら  

神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁 目  1,061 番 の ４ 地 先 ま で    

川 崎 町 田  
鶴 見 区 矢 向 四 丁 目  414 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 江 ケ 崎 町  396 番 の ２ 地 先 ま で  

川 崎 町 田  
鶴 見 区 上 末 吉 五 丁 目 68 番 の １ 地 先 か ら  

港 北 区 樽 町 二 丁 目  706 番 の ３ 地 先 ま で  

弥 生 台 桜 木

町  

南 区 南 太 田 一 丁 目  120 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 南 太 田 二 丁 目  139 番 の ２ 地 先 ま で  

横 浜 伊 勢 原  
港 南 区 下 永 谷 六 丁 目  1,922 番 の １ 地 先 か ら  

戸 塚 区 矢 部 町 ３ 番 の １ 地 先 ま で  

横 浜 厚 木  
旭 区 さ ち が 丘  151 番 の 54 地 先 か ら  

同 区 同     131 番 の 11 地 先 ま で  

横 浜 厚 木  
旭 区 鶴 ケ 峰 本 町 一 丁 目  1,162 番 の ９ 地 先 か ら  

瀬 谷 区 橋 戸 三 丁 目 62 番 の 16 地 先 ま で  

東 京 丸 子 横

浜  

港 北 区 菊 名 六 丁 目  174 番 の １ 地 先 か ら  

神 奈 川 区 浦 島 丘 ４ 番 の ２ 地 先 ま で  

横 浜 生 田  
港 北 区 新 吉 田 町  3,109 番 地 先 か ら  

青 葉 区 荏 田 町  430 番 の 11 地 先 ま で  

川 崎 町 田  
港 北 区 新 羽 町  1,704 番 の １ 地 先 か ら  

都 筑 区 折 本 町  246 番 の １ 地 先 ま で  

子 母 口 綱 島  
港 北 区 高 田 東 四 丁 目  1,020 番 の ２ 地 先 か ら  

同  区 綱 島 東 一 丁 目  874 番 の ３ 地 先 ま で  

横 浜 生 田  
港 北 区 小 机 町  3,311 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 新 羽 町  2,146 番 の １ 地 先 ま で   
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横 浜 生 田  
港 北 区 鳥 山 町  938 番 の ５ 地 先 か ら  

同  区 小 机 町  2,063 番 の ５ 地 先 ま で  

真 光 寺 長 津

田  

緑 区 長 津 田 六 丁 目  1,425 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 長 津 田 五 丁 目  1,527 番 の １ 地 先 ま で  

青 砥 上 星 川  
緑 区 青 砥 町  138 番 の １ 地 先 か ら  

保 土 ケ 谷 区 西 谷 一 丁 目  735 番 の １ 地 先 ま で  

横 浜 上 麻 生  
青 葉 区 鉄 町  1,486 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同 町 61 番 の ２ 地 先 ま で  

横 浜 生 田  
青 葉 区 荏 田 町  301 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 新 石 川 一 丁 目 17 番 の ９ 地 先 ま で  

横 浜 生 田  
青 葉 区 元 石 川 町  7,512 番 の ７ 地 先 か ら  

同  区 美 し が 丘 西 一 丁 目 23 番 の 34 地 先 ま で  

横 浜 上 麻 生  
都 筑 区 池 辺 町  3,939 番 の ２ 地 先 か ら  

青 葉 区 市 ケ 尾 町  718 番 の 11 地 先 ま で  

丸 子 中 山 茅

ケ 崎  

都 筑 区 勝 田 町  1,228 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 仲 町 台 五 丁 目 ２ 番 の ７ 地 先 ま で  

横 浜 伊 勢 原  
戸 塚 区 戸 塚 町  6,001 番 の ５ 地 先 か ら  

同  区 同  町  4,825 番 の ６ 地 先 ま で  

大 船 停 車 場

矢 部  

栄 区 飯 島 町  1,398 番 の  160 地 先 か ら  

戸 塚 区 吉 田 町  3,001 番 の ３ 地 先 ま で  

阿 久 和 鎌 倉  
泉 区 和 泉 中 央 南 二 丁 目  4,042 番 の １ 地 先 か ら  

戸 塚 区 深 谷 町  215 番 の １ 地 先 ま で  

弥 生 台 桜 木

町  

泉 区 弥 生 台 75 番 の ４ 地 先 か ら  

同 区 新 橋 町  128 番 の １ 地 先 ま で  

瀬 谷 柏 尾  
瀬 谷 区 中 央 ５ 番 の 41 地 先 か ら  

戸 塚 区 柏 尾 町  444 番 の １ 地 先 ま で  

 (3)  市 道  

 路 線 名         区       域  

汐 入 豊 岡 線  
鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 33 番 の 10 地 先 か ら  

同  区 汐 入 町 ２ 丁 目 37 番 の １ 地 先 ま で  

小 野 末 広 線  
鶴 見 区 小 野 町 36 番 の ２ 地 先 か ら  

同  区 末 広 町 １ 丁 目 ８ 番 の ４ 地 先 ま で  

鶴 見 駅 三 ツ

沢 線  

鶴 見 区 豊 岡 町  296 番 の ２ 地 先 か ら  

神 奈 川 区 松 見 町 ３ 丁 目  540 番 の １ 地 先 ま で  

下 末 吉  

第  348 号 線  

鶴 見 区 豊 岡 町  382 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 同  町  215 番 の ４ 地 先 ま で  

北 寺 尾  

第  168 号 線  

鶴 見 区 馬 場 七 丁 目 84 番 の 38 地 先 か ら  

同  区 同      1,460 番 の ５ 地 先 ま で  

浦 島  

第 80 号 線  

神 奈 川 区 子 安 通 ２ 丁 目  234 番 地 先 か ら  

同   区 同       283 番 の １ 地 先 ま で  

浦 島  

第 82 号 線  

神 奈 川 区 守 屋 町 ３ 丁 目 13 番 の ２ 地 先 か ら  

同   区 子 安 通 ３ 丁 目  343 番 の １ 地 先 ま で  

大 口  

第  708 号 線  

神 奈 川 区 子 安 通 ２ 丁 目  259 番 地 先 か ら  

同   区 子 安 通 ３ 丁 目  287 番 地 先 ま で  

六 角 橋  

第  394 号 線  

神 奈 川 区 立 町 ６ 番 の ３ 地 先 か ら  

同   区 鶴 屋 町 ３ 丁 目 29 番 の 15 地 先 ま で   
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子 安 守 屋 町

線  

神 奈 川 区 新 子 安 一 丁 目 27 番 の ４ 地 先 か ら  

同   区 守 屋 町 ３ 丁 目 14 番 の ９ 地 先 ま で  

青 木 浅 間 線  
神 奈 川 区 鶴 屋 町 ３ 丁 目 33 番 の 21 地 先 か ら  

西 区 浅 間 町 １ 丁 目 ４ 番 の ６ 地 先 ま で  

鶴 見 駅 三 ツ

沢 線  

神 奈 川 区 片 倉 三 丁 目  191 番 の ９ 地 先 か ら  

同   区 片 倉 一 丁 目  842 番 の ９ 地 先 ま で  

横 浜 駅 根 岸

線  

西 区 中 央 一 丁 目  183 番 地 先 か ら  

中 区 根 岸 町 ３ 丁 目  141 番 の ３ 地 先 ま で  

藤 棚 伊 勢 佐

木 線  

西 区 浜 松 町 68 番 地 先 か ら  

中 区 曙 町 ４ 丁 目 58 番 の ２ 地 先 ま で  

関 内 本 牧 線  
中 区 尾 上 町 ３ 丁 目 46 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 尾 上 町 １ 丁 目 ２ 番 地 先 ま で  

関 内 本 牧 線  
中 区 山 下 町  258 番 の ４ 地 先 か ら  

同 区 同  町  276 番 の ２ 地 先 ま で  

桜 木 東 戸 塚

線  

中 区 日 ノ 出 町 １ 丁 目 ３ 番 地 先 か ら  

同 区 初 音 町 ３ 丁 目 63 番 の １ 地 先 ま で  

阪 東 橋 浦 船

線  

中 区 弥 生 町 ４ 丁 目 44 番 の ２ 地 先 か ら  

同 区 曙 町 ５ 丁 目 64 番 の ２ 地 先 ま で  

山 下 町  

第  132 号 線  

中 区 元 町 ５ 丁 目  191 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 山 下 町 20 番 の １ 地 先 ま で  

保 土 ケ 谷  

第  565 号 線  

南 区 宮 元 町 １ 丁 目 22 番 の ６ 地 先 か ら  

同 区 南 太 田 二 丁 目  122 番 の １ 地 先 ま で  

上 大 岡  

第 39 号 線  

南 区 別 所 一 丁 目 33 番 の ６ 地 先 か ら  

同 区 同     26 番 の １ 地 先 ま で  

港 南 台  

第  244 号 線  

港 南 区 港 南 台 九 丁 目 32 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 港 南 台 八 丁 目 ２ 番 の 33 地 先 ま で  

平 戸  

第  486 号 線  

港 南 区 下 永 谷 一 丁 目  207 番 の ５ 地 先 か ら  

南 区 別 所 二 丁 目  154 番 の ４ 地 先 ま で  

横 浜 藤 沢 線  
港 南 区 丸 山 台 一 丁 目 ５ 番 の ５ 地 先 か ら  

同  区 丸 山 台 二 丁 目 36 番 の ６ 地 先 ま で  

横 浜 逗 子 線  
港 南 区 上 大 岡 西 三 丁 目  630 番 の 12 地 先 か ら  

金 沢 区 釜 利 谷 東 四 丁 目  741 番 の １ 地 先 ま で  

上 大 岡  

第  119 号 線  

港 南 区 最 戸 二 丁 目  109 番 の ２ 地 先 か ら  

南 区 別 所 一 丁 目  115 番 の ２ 地 先 ま で  

上 大 岡  

第 41 号 線  

港 南 区 最 戸 一 丁 目 85 番 地 先 か ら  

同  区 同     78 番 の ２ 地 先 ま で  

上 星 川  

第  476 号 線  

保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  118 番 の １ 地 先 か ら  

同    区 同      364 番 の １ 地 先 ま で  

花 見 台 保 土

ケ 谷 公 園 通  

保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  119 番 の １ 地 先 か ら  

同    区 花 見 台 13 番 の １ 地 先 ま で  

三 ツ 沢  

第 42 号 線  

保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 40 番 の ５ 地 先 か ら  

同    区 同    140 番 の １ 地 先 ま で  

三 ツ 沢  

第 85 号 線  

保 土 ケ 谷 区 峰 岡 町 ３ 丁 目  402 番 の ２ 地 先 か ら  

同    区 同  町 ２ 丁 目  338 番 の 16 地 先 ま で  

三 ツ 沢  

第  152 号 線  

保 土 ケ 谷 区 和 田 二 丁 目 ９ 番 の １ 地 先 か ら  

同    区 峰 岡 町 ２ 丁 目  337 番 の ６ 地 先 ま で   
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三 ツ 沢  

第  214 号 線  

保 土 ケ 谷 区 峰 岡 町 ２ 丁 目  335 番 の ４ 地 先 か ら  

同    区 同       331 番 の ６ 地 先 ま で  

三 ツ 沢  

第  222 号 線  

保 土 ケ 谷 区 星 川 三 丁 目  463 番 の １ 地 先 か ら  

同    区 同      446 番 の ８ 地 先 ま で  

三 ツ 沢  

第  232 号 線  

保 土 ケ 谷 区 和 田 一 丁 目 35 番 の ２ 地 先 か ら  

同    区 星 川 三 丁 目  452 番 の 10 地 先 ま で  

常 盤 台 和 田

町 線  

保 土 ケ 谷 区 常 盤 台 54 番 の ２ 地 先 か ら  

同    区 和 田 二 丁 目  177 番 の １ 地 先 ま で  

保 土 ケ 谷 宮

元 線  

保 土 ケ 谷 区 瀬 戸 ケ 谷 町 ２ 番 の １ 地 先 か ら  

南 区 通 町 １ 丁 目 ６ 番 の ６ 地 先 ま で  

今 井  

第 26 号 線  

旭 区 市 沢 町  870 番 の 26 地 先 か ら  

同 区 同  町  648 番 の １ 地 先 ま で  

今 井  

第 37 号 線  

旭 区 市 沢 町  885 番 の 35 地 先 か ら  

同 区 同  町  946 番 の 29 地 先 ま で  

今 井  

第 87 号 線  

旭 区 左 近 山  503 番 の ４ 地 先 か ら  

同 区 同    448 番 の ３ 地 先 ま で  

川 島 町  

第  353 号 線  

旭 区 市 沢 町  870 番 の 27 地 先 か ら  

同 区 同  町  885 番 の 26 地 先 ま で  

四 季 美 台  

第  359 号 線  

旭 区 さ ち が 丘 48 番 の ８ 地 先 か ら  

同 区 同    50 番 の 19 地 先 ま で  

四 季 美 台  

第  367 号 線  

旭 区 さ ち が 丘 50 番 の ８ 地 先 か ら  

同 区 同     136 番 の 26 地 先 ま で  

四 季 美 台  

第  367 号 線  

旭 区 さ ち が 丘  128 番 の 28 地 先 か ら  

同 区 善 部 町 96 番 の 10 地 先 ま で  

四 季 美 台  

第  406 号 線  

旭 区 南 本 宿 町 26 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 左 近 山  448 番 の ４ 地 先 ま で  

四 季 美 台  

第  432 号 線  

旭 区 さ ち が 丘  135 番 の ７ 地 先 か ら  

同 区 同     137 番 の 21 地 先 ま で  

川 島 岩 間 線  
旭 区 市 沢 町  644 番 の １ 地 先 か ら  

保 土 ケ 谷 区 花 見 台 16 番 の １ 地 先 ま で  

保 土 ケ 谷 二

俣 川 線  

旭 区 南 本 宿 町 30 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 同   町 41 番 の １ 地 先 ま で  

柴 町  

第  156 号 線  

金 沢 区 福 浦 三 丁 目 12 番 地 先 か ら  

同  区 福 浦 二 丁 目 ４ 番 の 17 地 先 ま で  

柴 町  

第  158 号 線  

金 沢 区 福 浦 三 丁 目 22 番 地 先 か ら  

同  区 福 浦 二 丁 目 ８ 番 の 15 地 先 ま で  

柴 町  

第  159 号 線  

金 沢 区 福 浦 三 丁 目 ９ 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 福 浦 二 丁 目 14 番 の 20 地 先 ま で  

柴 町  

第  160 号 線  

金 沢 区 福 浦 三 丁 目 ７ 番 地 先 か ら  

同  区 同     ４ 番 地 先 ま で  

泥 亀 釜 利 谷

線  

金 沢 区 谷 津 町  352 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 釜 利 谷 東 六 丁 目  739 番 の ３ 地 先 ま で  

小 机  

第  355 号  

港 北 区 鳥 山 町  491 番 地 先 か ら  

神 奈 川 区 片 倉 五 丁 目  164 番 の ２ 地 先 ま で  

新 羽  

第  276 号 線  

港 北 区 新 羽 町  1,945 番 の ６ 地 先 か ら  

同  区 同  町  2,154 番 の １ 地 先 ま で   
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北 八 朔 南 部  

第  333 号 線  

緑 区 青 砥 町  1,130 番 の ３ 地 先 か ら  

都 筑 区 川 和 町  1,402 番 の １ 地 先 ま で  

長 津 田  

第  309 号 線  

緑 区 長 津 田 六 丁 目  1,520 番 の ４ 地 先 か ら  

同 区 同       233 番 の ５ 地 先 ま で  

東 本 郷  

第  339 号 線  

緑 区 鴨 居 五 丁 目  1,074 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 白 山 二 丁 目  434 番 の ２ 地 先 ま で  

山 下 長 津 田

線  

緑 区 中 山 四 丁 目  109 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 い ぶ き 野 １ 番 の １ 地 先 ま で  

美 し が 丘  

第  162 号 線  

青 葉 区 美 し が 丘 二 丁 目 25 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 新 石 川 二 丁 目 15 番 の 12 地 先 ま で  

美 し が 丘 西  

第  296 号 線  

青 葉 区 す す き 野 一 丁 目 １ 番 の ４ 地 先 か ら  

同  区 大 場 町  705 番 の ３ 地 先 ま で  

美 し が 丘 西  

第  345 号 線  

青 葉 区 す す き 野 一 丁 目 １ 番 の ４ 地 先 か ら  

同  区 鉄 町  2,201 番 の ５ 地 先 ま で  

荏 田 北 部  

第  157 号 線  

青 葉 区 荏 田 町  423 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 同  町  428 番 の １ 地 先 ま で  

新 石 川  

第 56 号 線  

青 葉 区 元 石 川 町  3,541 番 の ５ 地 先 か ら  

青 葉 区 あ ざ み 野 四 丁 目 ３ 番 の １ 地 先 ま で  

新 石 川  

第  311 号 線  

青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 ５ 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同      18 番 の ６ 地 先 ま で  

奈 良  

第 21 号 線  

青 葉 区 奈 良 町  1,843 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同  町  1,963 番 の ３ 地 先 ま で  

奈 良  

第 68 号 線  

青 葉 区 奈 良 五 丁 目  113 番 地 先 か ら  

同  区 奈 良 一 丁 目 18 番 の 11 地 先 ま で  

奈 良  

第  142 号 線  

青 葉 区 奈 良 三 丁 目 ２ 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 奈 良 町 一 丁 目 11 番 の ６ 地 先 ま で  

奈 良  

第  165 号 線  

青 葉 区 奈 良 町  1,080 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同  町  1,082 番 の １ 地 先 ま で  

奈 良  

第  172 号 線  

青 葉 区 す み よ し 台 28 番 の 28 地 先 か ら  

同  区 同     35 番 の ２ 地 先 ま で  

緑 山  

第 １ 号 線  

青 葉 区 緑 山  2,300 番 の 25 地 先 か ら  

同  区 同  同   番 の ３ 地 先 ま で  

黒 須 田  

第  133 号 線  

青 葉 区 大 場 町 705 番 の ３ 地 先 か ら  

同  区 元 石 川 町  3,720 番 の 29 地 先 ま で  

黒 須 田  

第  224 号 線  

青 葉 区 鉄 町  1,938 番 地 先 か ら  

同  区 同 町  1,424 番 の 10 地 先 ま で  

黒 須 田  

第  226 号 線  

青 葉 区 鉄 町  2,101 番 の ４ 地 先 か ら  

同  区 同 町  2,103 番 の ７ 地 先 ま で  

黒 須 田  

第  325 号 線  

青 葉 区 鉄 町  2,202 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同 町  2,075 番 の １ 地 先 ま で  

市 ケ 尾  

第 86 号 線  

青 葉 区 下 谷 本 町 48 番 の 15 地 先 か ら  

同  区 同   町 33 番 の ５ 地 先 ま で  

市 ケ 尾  

第 87 号 線  

青 葉 区 下 谷 本 町 49 番 の ５ 地 先 か ら  

同  区 同   町 50 番 の 30 地 先 ま で  

市 ケ 尾  

第  134 号 線  

青 葉 区 下 谷 本 町 48 番 の ７ 地 先 か ら  

同  区 同   町 51 番 の ８ 地 先 ま で   
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市 ケ 尾  

第  145 号 線  

青 葉 区 市 ケ 尾 町 22 番 の ２ 地 先 か ら  

同  区 同   町 20 番 の ３ 地 先 ま で  

市 ケ 尾  

第  190 号 線  

青 葉 区 下 谷 本 町 32 番 の ６ 地 先 か ら  

同  区 同   町 33 番 の 19 地 先 ま で  

市 ケ 尾  

第  194 号 線  

青 葉 区 下 谷 本 町 32 番 の 22 地 先 か ら  

同  区 市 ケ 尾 町 22 番 の １ 地 先 ま で  

長 津 田 奈 良

線  

青 葉 区 奈 良 町  1,953 番 の ４ 地 先 か ら  

同  区 同  町  1,843 番 の 63 地 先 ま で  

鉄 鴨 志 田 線  
青 葉 区 鴨 志 田 町 87 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 す み よ し 台 37 番 の １ 地 先 ま で  

奈 良 西 八 朔

線  

青 葉 区 奈 良 町  832 番 地 先 か ら  

同  区 す み よ し 台 29 番 の ２ 地 先 ま で  

鴨 居 上 飯 田

線  

都 筑 区 佐 江 戸 町  600 番 の １ 地 先 か ら  

緑 区 鴨 居 四 丁 目  1,182 番 の ５ 地 先 ま で  

中 山 北 山 田

線  

都 筑 区 牛 久 保 二 丁 目 １ 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 川 和 町  1,236 番 の 10 地 先 ま で  

川 和  

第  199 号 線  

都 筑 区 池 辺 町  2,617 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同  町  3,975 番 の １ 地 先 ま で  

川 和  

第  339 号 線  

都 筑 区 佐 江 戸 町  508 番 の ４ 地 先 か ら  

同  区 同   町  700 番 地 先 ま で  

川 和  

第  363 号 線  

都 筑 区 池 辺 町  4,293 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 同  町  3,757 番 の ２ 地 先 ま で  

中 川  

第  348 号 線  

都 筑 区 勝 田 町  1,194 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 東 山 田 町  901 番 の １ 地 先 ま で  

飯 島  

第  112 号 線  

栄 区 飯 島 町  1,431 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 本 郷 台 三 丁 目  2,835 番 の 52 地 先 ま で  

飯 島  

第  121 号 線  

栄 区 飯 島 町  2,483 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 本 郷 台 三 丁 目  2,545 番 の 38 地 先 ま で  

飯 島  

第  191 号 線  

栄 区 本 郷 台 二 丁 目  2,582 番 の ３ 地 先 か ら  

同 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目  2,000 番 の 12 地 先 ま で  

港 南 台  

第  297 号 線  

栄 区 上 郷 町  543 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 同  町  692 番 の ３ 地 先 ま で  

小 菅 ケ 谷  

第  514 号 線  

栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目  2,000 番 の 12 地 先 か ら  

同 区 同        1,684 番 の ３ 地 先 ま で  

桂 町 戸 塚 遠

藤 線  

栄 区 桂 町  156 番 の １ 地 先 か ら  

同 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目  1,684 番 の ４ 地 先 ま で  

上 和 田  

第 ９ 号 線  

泉 区 和 泉 町  7,315 番 の ９ 地 先 か ら  

瀬 谷 区 阿 久 和 西 四 丁 目 ４ 番 の ８ 地 先 ま で  

権 太 坂 和 泉

線  

泉 区 和 泉 町  5,997 番 の ９ 地 先 か ら  

同 区 同  町  4,896 番 地 先 ま で  

希 望 が 丘  

第  480 号 線  

瀬 谷 区 阿 久 和 南 一 丁 目 １ 番 の ５ 地 先 か ら  

旭 区 善 部 町 ３ 番 の ３ 地 先 ま で  

下 瀬 谷  

第  519 号 線  

瀬 谷 区 阿 久 和 南 二 丁 目 ７ 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 阿 久 和 東 四 丁 目 28 番 の 20 地 先 ま で  

五 貫 目  

第 33 線  

瀬 谷 区 目 黒 町 ６ 番 の 23 地 先 か ら  

旭 区 上 川 井 町  1,966 番 の ２ 地 先 ま で   
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戸 塚  

第  559 号 線  

戸 塚 区 戸 塚 町  6,003 番 の １ 地 先 か ら  

同  区 矢 部 町  3,005 番 の ６ 地 先 ま で  

平 戸  

第  480 号 線  

戸 塚 区 平 戸 町  168 番 の １ 地 先 か ら  

港 南 区 下 永 谷 一 丁 目  200 番 の １ 地 先 ま で  

戸 塚 港 南 台

線  

戸 塚 区 上 倉 田 町  769 番 の 17 地 先 か ら  

港 南 区 港 南 台 六 丁 目 37 番 の 32 地 先 ま で  

２  制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件  

  新 た に 地 上 に 設 け る 電 柱 （ 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 よ り 前 に 占

用 を 認 め ら れ た 電 柱 の 更 新 又 は 移 設 に よ る も の を 除 く 。 ）  

  た だ し 、 電 柱 を 地 上 に 設 け る や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 該 道

路 の 敷 地 外 に 直 ち に 用 地 を 確 保 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る

場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

３  占 用 を 制 限 す る 理 由  

  緊 急 輸 送 路 の 占 用 を 制 限 す る こ と に よ り 、 災 害 が 発 生 し た 場 合

に お け る 被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 。  

４  占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日  

  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第 88 号  

   市 道 路 線 の 認 定  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 市 道 路 線 を 認 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 路 線 名  
      起         点        

      終         点  

東 永 谷  

第  751 号 線  

港 南 区 芹 が 谷 一 丁 目  1,096 番 の １ 地 先  

同  区 同       1,098 番 の 11 地 先  

東 永 谷  

第  752 号 線  

港 南 区 芹 が 谷 一 丁 目  1,290 番 の ３ 地 先  

同  区 同       1,270 番 の  141 地 先  

東 永 谷  

第  753 号 線  

港 南 区 芹 が 谷 一 丁 目  1,270 番 の 26 地 先  

同  区 同      同   番 の  111 地 先  

下 川 井  

第  539 号 線  

旭 区 笹 野 台 三 丁 目  201 番 の ５ 地 先  

同 区 同       206 番 の 11 地 先  

下 川 井  

第  540 号 線  

旭 区 笹 野 台 三 丁 目  201 番 の 10 地 先  

同 区 同       208 番 の 20 地 先  

下 川 井  

第  541 号 線  

旭 区 金 が 谷 一 丁 目  829 番 の 61 地 先  

同 区 同      同  番 の 34 地 先  

希 望 が 丘  

第  545 号 線  

旭 区 善 部 町  133 番 の ２ 地 先  

同 区 同  町 同  番 の ４ 地 先  

希 望 が 丘  

第  546 号 線  

旭 区 善 部 町  137 番 の ９ 地 先  

同 区 同  町  135 番 の １ 地 先  

俣 野  

第  367 号 線  

戸 塚 区 原 宿 四 丁 目 64 番 の 25 地 先  

同  区 同     同 番 の 30 地 先  

飯 島  

第  473 号 線  

栄 区 本 郷 台 三 丁 目  2,475 番 地 先  

同 区 同       2,841 番 の ２ 地 先  

中 田  

第  668 号 線  

泉 区 中 田 北 二 丁 目  2,107 番 の ９ 地 先  

同 区 同       2,105 番 の ５ 地 先  

中 田  

第  669 号 線  

泉 区 中 田 北 二 丁 目  2,107 番 の ８ 地 先  

同 区 同       2,105 番 の 10 地 先  
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横 浜 市 告 示 第 89 号  

   市 道 路 線 の 廃 止  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

次 の よ う に 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 路 線 名  
      起         点        

      終         点  

柏 尾  

第  148 号 線  

港 南 区 下 永 谷 一 丁 目  392 番 の １ 地 先  

同  区 同       384 番 の ５ 地 先  

希 望 が 丘  

第  433 号 線  

旭 区 善 部 町  137 番 の ９ 地 先  

同 区 同  町  135 番 の １ 地 先  

希 望 が 丘  

第  445 号 線  

旭 区 善 部 町  132 番 の ８ 地 先  

同 区 同  町  134 番 の ３ 地 先  

希 望 が 丘  

第  446 号 線  

旭 区 善 部 町  133 番 の ４ 地 先  

同 区 同  町  132 番 の ９ 地 先  

菊 名  

第  171 号 線  

港 北 区 篠 原 北 一 丁 目  2,502 番 の 16 地 先  

同  区 同      同   番 の 17 地 先  

五 貫 目  

第 65 号 線  

瀬 谷 区 北 町 26 番 の 16 地 先  

同  区 同 町 同 番 の ６ 地 先  
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横 浜 市 告 示 第 90 号  

   市 道 区 域 の 決 定 及 び 供 用 の 開 始  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 決 定 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 決 定 及 び 供 用 開 始 の 期 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路  線  名 区  間   幅 員  延 長 

 

東永谷 

第 751 号線 

 

港南区芹が谷一丁目 1,096 番の１地先から 

同 区同     1,098 番の11地先まで 

    m  

  6.57  

ないし 

  6.77  

    m  

 

 15.86  

 

東永谷 

第 752 号線 

港南区芹が谷一丁目 1,290 番の３地先から 

同 区同     1,270 番の 141 地先まで 

  4.50  

ないし 

  6.60  

 

221.08  

 

東永谷 

第 753 号線 

港南区芹が谷一丁目 1,270 番の26地先から 

同 区同     同  番の 111 地先まで 

  4.51  

ないし 

  4.56  

 

 89.70  

 

下川井 

第 539 号線 

旭区笹野台三丁目 201 番の５地先から 

同区同     206 番の11地先まで 

  4.50  

ないし 

  4.51  

 

 78.83  

 

下川井 

第 540 号線 

旭区笹野台三丁目 201 番の10地先から 

同区同     208 番の20地先まで 

  4.47  

ないし 

  4.50  

 

 19.92  

 

下川井 

第 541 号線 

旭区金が谷一丁目 829 番の61地先から 

同区同     同 番の34地先まで 

  4.51  

ないし 

  5.51  

 

108.91  

 

希望が丘 

第 545 号線 

旭区善部町 133 番の２地先から 

同区同 町同 番の４地先まで 

  5.45  

ないし 

  6.32  

 

 33.63  

 

俣野 

第 367 号線 

戸塚区原宿四丁目64番の25地先から 

同 区同    同番の30地先まで 

 

  5.50  

 

 

 59.62  

 

飯島 

第 473 号線 

栄区本郷台三丁目 2,475 番地先から 

同区同     2,841 番の２地先まで 

  1.99  

ないし 

  2.03  

 

 64.64  

 

中田 

第 668 号線 

泉区中田北二丁目 2,107 番の９地先から 

同区同     2,105 番の５地先まで 

  4.50  

ないし 

  4.51  

 

 31.56  
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中田 

第 669 号線 

泉区中田北二丁目 2,107 番の８地先から 

同区同     2,105 番の10地先まで 

  4.50  

ないし 

  4.51  

 

 33.25  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 193 号 令和７年３月14日 

41 

横 浜 市 告 示 第 91 号  

   市 道 区 域 の 決 定  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 決 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 決 定 の 期 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路  線  名 区  間   幅 員  延 長 

 

希望が丘 

第 546 号線 

 

旭区善部町 137 番の９地先から 

同区同 町 135 番の１地先まで 

    m  

  0.84  

ないし 

  1.14  

    m  

 

 43.97  
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横 浜 市 告 示 第 92 号  

   市 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路  線  名 

旧

・

新 

の 

別 

区  間   幅 員  延 長 

       m      m  

北寺尾 

第 23号線 

旧 
鶴見区上の宮一丁目35番の４地先から 

同 区馬場七丁目 1,297 番の13地先まで 

  8.07  

ないし 

  8.17  

 

 78.58  

 

新  同 

 

  8.50  

 

 

 同 

 

北寺尾 

第 500 号線 

旧 
鶴見区北寺尾六丁目 848 番の14地先から 

同 区同     849 番の２地先まで 

  4.70  

ないし 

  5.51  

 

  6.98  

 

新  同 

 

  5.51  

 

 

 同 

 

若葉台 

第 213 号線 

旧 
旭区上川井町 2,273 番地先から 

同区同  町 715 番の８地先まで 

  2.77  

ないし 

  2.80  

 

 30.02  

 

新  同 

  3.63  

ないし 

  3.65  

 

 同 

 

若葉台 

第 218 号線 

旧 
旭区上川井町 718 番の２地先から 

同区同  町 715 番の４地先まで 

  2.88  

ないし 

  3.13  

 

 27.52  

 

新  同 

  3.70  

ないし 

  4.50  

 

 同 

 

 

旧 
旭区川井宿町30番の13地先から 

同区同  町32番の17地先まで 

 

  4.60  

 

 

 16.20  

 

 

新 

 

 同 

 

 同 

 

 同  
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川井 

第 90号線 

 

 

 

 

 

    

旧 
旭区川井宿町32番の19地先から 

同区都岡町 122 番の２地先まで 

  5.55  

ないし 

  9.25  

 

 19.30  

 

新  同  同 

 

 同 

 

川井 

第 92号線 

旧 
旭区川井宿町29番の７地先から 

同区都岡町 113 番の12地先まで 

  6.80  

ないし 

  7.90  

 

 78.95  

 

新  同 

  6.40  

ないし 

  8.85  

 

 同 

 

川井 

第 160 号線 

旧 
旭区川井宿町30番の10地先から 

同区都岡町 112 番の16地先まで 

 

  4.50  

 

 

  2.25  

 

新  同 

  4.50  

ないし 

  5.10  

 

  3.80  

 

下川井 

第 302 号線 

旧 
旭区笹野台四丁目56番の１地先から 

同区金が谷一丁目 829 番の64地先まで 

  2.51  

ないし 

  4.20  

 

 62.39  

 

新  同 

  4.51  

ないし 

  5.10  

 

 同 

 

四季美台 

第 264 号線 

旧 
旭区二俣川１丁目33番の３地先から 

同区同     39番の10地先まで 

  2.01  

ないし 

  2.28  

 

 33.64  

 

新  同 

  3.25  

ないし 

  3.38  

 

 同 

 

川島町 

第 222 号線 

旧 
旭区市沢町 175 番の１地先から 

同区同 町 154 番の15地先まで 

  3.83  

ないし 

  3.85  

 

 46.52  

 

新 
旭区市沢町 175 番の３地先から 

同区同 町 154 番の15地先まで 

  4.52  

ないし 

  6.02  

 

 45.13  

 

川島町 

第 223 号線 

旧 
旭区市沢町 174 番の６地先から 

同区同 町 175 番の３地先まで 

  2.88  

ないし 

  2.94  

 

 16.48  

 

新  同 

  4.31  

ないし 

  5.52  

 

 同 

 

 

川島町 

第 294 号線 

旧 
旭区市沢町 267 番の１地先から 

同区同 町 266 番の１地先まで 

  1.92  

ないし 

  2.21  

 

 49.52  

 

 

新 

 

 同 

  3.22  

ないし 

 

 同  
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     5.43   

川島町 

第 295 号線 

旧 
旭区市沢町 270 番の17地先から 

同区同 町 267 番の５地先まで 

  1.83  

ないし 

  2.01  

 

 48.13  

 

新  同 

  3.19  

ないし 

  3.59  

 

 同 

 

希望が丘 

第 438 号線 

旧 
旭区善部町 133 番の２地先から 

同区同 町 134 番の３地先まで 

  2.98  

ないし 

  3.02  

 

  7.87  

 

新  同 

  4.51  

ないし 

  4.56  

 

 同 

 

希望が丘 

第 444 号線 

旧 
旭区善部町 135 番の２地先から 

同区同 町 136 番の７地先まで 

  1.10  

ないし 

  1.13  

 

 30.95  

 

新  同 

  2.73  

ないし 

  2.78  

 

 同 

 

下田 

第 121 号線 

旧 
港北区下田町二丁目 935 番の７地先から 

同 区同     922 番の１地先まで 

  3.66  

ないし 

  3.91  

 

 21.61  

 

新  同 

  4.09  

ないし 

  4.25  

 

 同 

 

菊名 

第 263 号線 

旧 
港北区篠原町 1,475 番の21地先から 

同 区同 町 2,823 番の１地先まで 

  2.77  

ないし 

  2.82  

 

 21.27  

 

新  同 

 

  4.50  

 

 

 同 

 

鴨居 

第 84号線 

旧 
緑区鴨居一丁目 1,408 番の３地先から 

同区同    1,409 番の５地先まで 

  1.85  

ないし 

  1.86  

 

  4.14  

 

新 
緑区鴨居一丁目 1,408 番の１地先から 

同区同    1,409 番の５地先まで 
 同 

 

  2.01  

 

鴨居 

第 85号線 

旧 
緑区鴨居四丁目 1,189 番の１地先から 

同区同    1,323 番の１地先まで 

 

  3.71  

 

 

  4.15  

 

新  同 

 

 同 

 

 

  2.23  

 

 

旧 
緑区鴨居四丁目 1,189 番の１地先から 

同区鴨居一丁目 1,411 番の３地先まで 

  8.55  

ないし 

 10.69  

 

 18.03  

 

 

新 

 

 同 

 10.24  

ないし 

 

 同  
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鴨居 

第 88号線 

 

 

 

 

 

   10.69   

旧 
緑区鴨居四丁目 1,189 番の１地先から 

同区鴨居一丁目 1,407 番の１地先まで 

  7.44  

ないし 

  8.76  

 

 44.17  

 

新  同 

  9.44  

ないし 

 11.68  

 

 同 

 

旧 
緑区鴨居四丁目 1,344 番の１地先から 

同区鴨居一丁目89番の２地先まで 

  7.08  

ないし 

  8.28  

 

  6.84  

 

新  同 

  9.09  

ないし 

  9.73  

 

 同 

 

汲沢 

第 228 号線 

旧 
戸塚区戸塚町 4,456 番の27地先から 

同 区同 町 4,477 番の２地先まで 

  1.90  

ないし 

  3.25  

 

 84.80  

 

新  同 

  5.50  

ないし 

  7.03  

 

 同 

 

俣野 

第 327 号線 

旧 
戸塚区原宿四丁目64番の30地先から 

同 区深谷町76番の10地先まで 

  3.54  

ないし 

  4.51  

 

 58.96  

 

新  同 

  4.51  

ないし 

  4.57  

 

 同 

 

深谷 

第 60号線 

旧 
戸塚区汲沢町 1,041 番の６地先から 

同 区同 町 1,045 番の17地先まで 

  3.44  

ないし 

  6.30  

 

 34.94  

 

新  同 

  4.52  

ないし 

  6.62  

 

 同 

 

深谷 

第 161 号線 

旧 
戸塚区戸塚町 2,289 番の１地先から 

同 区同 町 2,539 番の１地先まで 

  2.81  

ないし 

  3.10  

 

 48.47  

 

新  同 

  2.81  

ないし 

  3.72  

 

 同 

 

深谷 

第 244 号線 

旧 
戸塚区戸塚町 2,535 番の３地先から 

同 区同 町 2,531 番の１地先まで 

  1.48  

ないし 

  1.70  

 

 45.82  

 

新 
戸塚区戸塚町 2,535 番の１地先から 

同 区同 町 2,531 番の１地先まで 

  2.98  

ないし 

  3.10  

 

 45.01  

 

 

東希望が丘 

第 224 号線 

旧 
泉区池の谷 3,957 番の２地先から 

旭区善部町 132 番の８地先まで 

  3.79  

ないし 

 15.30  

 

 43.19  

 

 

新 

 

 同 

  4.64  

ないし 

 

 同  
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    15.86   

上和田 

第 41号線 

旧 
泉区上飯田町 3,608 番の20地先から 

同区同  町 3,606 番の１地先まで 

  3.02  

ないし 

 16.03  

 

 55.29  

 

新  同 

  5.71  

ないし 

 19.26  

 

 同 

 

中田 

第 20号線 

旧 
泉区中田北二丁目 2,107 番の９地先から 

同区同     2,058 番の１地先まで 

  2.76  

ないし 

  2.93  

 

 24.48  

 

新  同 

  3.38  

ないし 

  3.46  

 

 同 

 

目黒 

第 26号線 

旧 
瀬谷区北町21番の１地先から 

同 区同町26番の９地先まで 

  6.00  

ないし 

  8.26  

 

  3.60  

 

新  同 

  6.50  

ないし 

  8.26  

 

 同 

 

深見 

第 43号線 

旧 
瀬谷区中屋敷一丁目８番の１地先から 

同 区同     ９番の１地先まで 

  2.79  

ないし 

  3.19  

 

 33.64  

 

新  同 

 

  4.50  

 

 

 同 

 

深見 

第 208 号線 

旧 
瀬谷区本郷三丁目３番の15地先から 

同 区同    ４番の34地先まで 

  3.66  

ないし 

  3.70  

 

  9.80  

 

新  同 

 

  4.52  

 

 

 同 

 

瀬谷 

第 79号線 

旧 
瀬谷区瀬谷三丁目８番の７地先から 

同 区同    ６番の11地先まで 

  2.36  

ないし 

  2.55  

 

 21.96  

 

新  同 

  3.21  

ないし 

  4.00  

 

 同 

 

瀬谷 

第 476 号線 

旧 
瀬谷区宮沢二丁目43番の25地先から 

同 区同    59番の４地先まで 

  2.80  

ないし 

  2.93  

 

 21.39  

 

新  同 

  4.50  

ないし 

  5.13  

 

 同 
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横 浜 市 告 示 第 93 号  

   市 道 区 域 の 変 更  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 告 示 の 日 か

ら 15 日 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 変 更 の 期 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路  線  名 

旧

・

新 

の 

別 

区  間   幅 員  延 長 

    m  m 

北寺尾 

第 32号線 

旧 鶴見区北寺尾七丁目 526 番の28地先 

  5.49  

ないし 

  5.56  

 

 22.57  

 

新  同 

 

  4.54  

 

 

 同 
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横 浜 市 告 示 第 94 号  

   横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施  

   設 の 告 示 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 港 湾 施 設 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 港 湾 施 設 の 告 示

（ 平 成 31 年 ２ 月 横 浜 市 告 示 第  102 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

第 ４ 項 第 １ 号 ア の 表 中  

「  

南 本 牧 ふ 頭 １ 号 線  
中 区 南 本 牧  南 本

牧 ふ 頭  
    1,157   28 ～ 30  

同  ５ 号 線  同        780     21  

                             」  

を  

「  

南 本 牧 ふ 頭 １ 号 線  
中 区 南 本 牧  南 本

牧 ふ 頭  
    1,157   28 ～ 30  

同  ３ 号 線  同        291     16  

同  ５ 号 線  同        780     21  

                             」  

に 改 め 、 同 号 イ の 表 中  

「  

南 本 牧 ふ 頭 ２ 号 線  
中 区 南 本 牧  南 本

牧 ふ 頭  
      391     40  

同  ３ 号 線  同        291     16  

同  ４ 号 線  同        209     31  

                             」  

を  

「  

南 本 牧 ふ 頭 ２ 号 線  
中 区 南 本 牧  南 本

牧 ふ 頭  
      391     40  

同  ４ 号 線  同        209     31  

                             」  

に 改 め る 。  

 第 11 項 の 表 中  

「  

南 本 牧 ふ 頭 Ⅰ  中 区 南 本 牧          103,206  

南 本 牧 ふ 頭 関 連 地 区  同          630,451  

                             」  

を  
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「  

南 本 牧 ふ 頭 Ⅰ  中 区 南 本 牧          107,862  

南 本 牧 ふ 頭 関 連 地 区  同          625,991  

                             」  

に 改 め る 。   
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  130 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 掲 示 済 ）  

   山 田 都 市 計 画 事 業 柳 沢 北 浜 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行    

   に 係 る 清 算 金 の 徴 収 又 は 交 付 に 係 る 通 知 の 内 容 の 掲 示  

 山 田 都 市 計 画 事 業 柳 沢 北 浜 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 に 係 る 土

地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第  110 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 清 算 金 の 徴 収 又 は 交 付 に 係 る 通 知 の う ち 、 そ の 受 領 を 拒 ま れ た

も の の 内 容 が 掲 示 さ れ て い る 旨 を 次 の と お り 公 告 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  被 通 知 者 の 氏 名 及 び 住 所  

  佐  藤  拓  哉  

  神 奈 川 区 栗 田 谷 39 番 26 －  105 号  

２  掲 示 場 所  

  岩 手 県 下 閉 伊 郡 山 田 町 山 田 第 ２ 地 割  101 番 地 に あ る 掲 示 板  

３  掲 示 期 間  

  令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 か ら 令 和 ７ 年 ３ 月 14 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  131 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ク イ ー ン ズ ス ク エ ア 横 浜  

   西 区 み な と み ら い 二 丁 目 ３ 番 １ 号 ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 菱 地 所 株 式 会 社  

    代 表 執 行 役  中  島    篤  

   東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

   ほ か ４ 者  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

エ ル ・ エ ル ・ ビ ー ン

・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ

ル  

日 本 支 社 社 長  

 青  木  久 仁 子  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 南 町 １ 丁 目 16 番 ３

号  

ほ か 56 者  

エ ル ・ エ ル ・ ビ ー ン

・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ

ル  

日 本 支 社 社 長  

 能  登  雅  文  

東 京 都 武 蔵 野 市 吉 祥

寺 南 町 １ 丁 目 16 番 ３

号  

ほ か 47 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 20 日  
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３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  

  



                     横 浜 市 報  定期第 193 号 令和７年３月14日 

53 

横 浜 市 公 告 第  132 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   三 井 ア ウ ト レ ッ ト パ ー ク 横 浜 ベ イ サ イ ド  

   金 沢 区 白 帆 ２ 番 地 の ２ ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 不 動 産 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  植  田    俊  

   東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 ２ 丁 目 １ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 グ ル ー プ セ

ブ ジ ャ パ ン  

代 表 取 締 役  

 ア ン ド リ ュ ー ・ ブ

バ ラ  

東 京 都 港 区 南 青 山 １

丁 目 １ 番 １ 号  

ほ か  120 者  

株 式 会 社 グ ル ー プ セ

ブ ジ ャ パ ン  

代 表 取 締 役  

 ジ ュ リ ア ン ・ メ ジ

ャ ー  

東 京 都 港 区 南 青 山 １

丁 目 １ 番 １ 号  

ほ か  122 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 11 月 15 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 26 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  
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  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  133 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ら ら ぽ ー と 横 浜  

   都 筑 区 池 辺 町  4,035 番 地 の １  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  大  山  一  也  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 Ｃ Ａ Ｐ Ｉ Ｔ

Ａ  

代 表 取 締 役  

 安  達  哲  也  

東 京 都 渋 谷 区 神 泉 町

９ 番 １ 号  

ほ か  155 者  

株 式 会 社 Ｃ Ａ Ｐ Ｉ Ｔ

Ａ  

代 表 取 締 役  

 菊  池  正  俊  

東 京 都 豊 島 区 巣 鴨 １

丁 目 11 番 １ 号  

ほ か  156 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 11 月 20 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 26 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   
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横 浜 市 公 告 第  134 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 廃 止 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ５ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 廃 止 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

  株 式 会 社 家 具 の 大 正 堂  綱 島 店  

  港 北 区 綱 島 東 一 丁 目 ５ 番 ６ 号  

２  大 規 模 小 売 店 舗 を 廃 止 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法

人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 家 具 の 大 正 堂  

   代 表 取 締 役  渋  谷  金  隆  

  東 京 都 町 田 市 小 川 ６ 丁 目 ６ 番 １ 号  

３  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 廃 止 前 の 店 舗 面 積 の 合 計  

   3,551 ㎡  

４  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 廃 止 後 の 店 舗 面 積 の 合 計  

  ０ ㎡  

５  大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店 舗 面 積 の 合 計 が  1,000 平 方 メ ー ト ル 以 下

と な る 日  

  平 成 15 年 ９ 月 30 日  

６  変 更 す る 理 由  

  小 売 店 舗 の 閉 店 の た め  

７  届 出 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 26 日  
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横 浜 市 公 告 第  135 号  

   簡 易 給 水 水 道 等 指 定 検 査 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 横 浜 市 簡 易 給 水 水 道 及 び 小 規 模 受 水 槽 水 道 に お け る 安 全 で 衛 生 的

な 飲 料 水 の 確 保 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ３ 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 56 号 ） 第

10 条 及 び 第 16 条 に 規 定 す る 市 長 の 指 定 す る 者 か ら 次 の と お り 指 定 辞

退 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

辞 退 年 月 日     名  称    所  在  地  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日  一 般 財 団 法 人 日 本 環

境 衛 生 セ ン タ ー  

川 崎 市 川 崎 区 四 谷 上

町 10 番 ６ 号  
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横 浜 市 公 告 第  136 号  

   公 園 の 設 置  

 都 市 公 園 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 79 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、

次 の と お り 公 園 を 設 置 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  区  域  面  積  主 な 公 園 施

設  

供 用 開 始

の 期 日  

上 の 宮 一 丁

目 第 二 公 園  

鶴 見 区 上 の

宮 一 丁 目 35

番 の ４  

別 図 の

と お り  

 618 ㎡  ベ ン チ 、 水

飲 み 、 複 合

遊 具  

令 和 ７ 年  

３ 月 14 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  137 号  

   農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 策 定  

 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 （ 昭 和 55 年 法 律 第 65 号 ） 第 18 条 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 定 め た の で 、 当 該 農 用 地 利 用 集

積 計 画 を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 場 所  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 32 番 １ 号  

  横 浜 市 北 部 農 政 事 務 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 南 部 農 政 事 務 所  

２  縦 覧 期 間  

  令 和 ７ 年 ３ 月 14 日 か ら 当 該 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 定 め ら れ た 利

用 権 存 続 期 間 又 は 残 存 期 間 満 了 の 日 ま で 備 え 置 く こ と と す る 。  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  138 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 上 矢 部 町 字 大 ノ 下  585 番 の １ 及 び  606 番 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  139 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  瀬 谷 区 瀬 谷 町  5,646 番 、  5,654 番 、  7,611 番 、  7,613 番 の ２ 、  

  7,614 番 、  7,624 番 、  7,625 番 、  7,627 番 、  7,628 番 、  7,648 番  

 、  7,649 番 の １ 、  7,656 番 の １ 、  7,657 番 、  7,658 番 、  7,659 番  

 、  7,662 番 、  7,663 番 、  7,665 番 の ２ 及 び  7,666 番 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  140 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の  

   縦 覧  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 63 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 62 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  施 行 者 の 名 称  

  国 土 交 通 大 臣  

２  都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業  

  ３ ・ ３ ・ 27 号 国 道 １ 号 線  

３  事 業 施 行 期 間  

  令 和 ２ 年 ４ 月 16 日 か ら 令 和 10 年 ３ 月 31 日 ま で  

４  事 業 地 の 所 在  

 (1)  収 用 の 部 分  

   西 区 中 央 一 丁 目 、 中 央 二 丁 目 及 び 浜 松 町 地 内  

 (2)  使 用 の 部 分  

   な し  

５  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  
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横 浜 市 公 告 第  141 号  

   建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 75 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 横 浜 興 和 台 建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示 が あ っ た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  142 号  

   建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 75 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 富 岡 第 ７ 期 分 譲 地 （ 第 ４ 次 ） 住 宅 地 区 建 築 協 定 に 加 わ る 意

思 の 表 示 が あ っ た 。  

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  143 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ５ 月 26 日 第 2023 開 1103 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 南 二 丁 目 23 番 14 号  

  デ ッ ク ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  高  山  裕  司  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 小 机 町  1,093 番 の 20 、  1,093 番 の 23 、  1,093 番 の 24 及 び  

  1,093 番 の 26 の 各 一 部 、  1,094 番 の ３ 、  1,110 番 の ４ の 一 部 、 1,  

 110 番 の 13 、  1,110 番 の 14 、  1,110 番 の 16 、  1,110 番 の 17 、 1,11  

 0 番 の 19 、  1,110 番 の 21 、  1,110 番 の 23 、  1,110 番 の 26 、  1,110  

 番 の 29 、  1,110 番 の 31 か ら  1,110 番 の 38 ま で 並 び に  1,110 番 の 40  
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横 浜 市 公 告 第  144 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ７ 月 20 日 第 2023 開  202 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  神 奈 川 区 西 神 奈 川 二 丁 目 ９ 番 地 の 12  

  ツ ク ミ エ ス テ ー ト 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  嘉  村  隆  宏  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  神 奈 川 区 西 寺 尾 四 丁 目  1,881 番 の 17 、  1,881 番 の 29 、  1,881 番

の 30 の 一 部 及 び  1,881 番 の 31  
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横 浜 市 公 告 第  145 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ７ 月 31 日 第 2023 開 1002 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  西 区 高 島 一 丁 目 ２ 番 ８ 号  

  京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社  

   取 締 役 社 長  川  俣  幸  宏  

  西 区 高 島 一 丁 目 ２ 番 ８ 号  

  京 急 不 動 産 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  田  中  利  充  

  西 区 北 幸 二 丁 目 ９ 番 14 号  

  相 鉄 不 動 産 株 式 会 社  

   取 締 役 社 長  鈴  木  正  宗  

  東 京 都 港 区 芝 ２ 丁 目 31 番 19 号  

  総 合 地 所 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役 社 長  梅  津  英  司  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  金 沢 区 並 木 三 丁 目 １ 番 の １ 及 び １ 番 の ３  
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横 浜 市 公 告 第  146 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 ２ 日 第 2023 開  607 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  西 区 み な と み ら い 三 丁 目 ６ 番 １ 号  

  大 和 ハ ウ ス 工 業 株 式 会 社 南 関 東 支 社  

   執 行 役 員 支 社 長  小  島  由  光  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 南 区 上 永 谷 三 丁 目  5,267 番 の １ 、  5,267 番 の 26 の 一 部 、 5,26  

 7 番 の 27 の 一 部 、  5,267 番 の 35 か ら  5,267 番 の 37 ま で 及 び  5,267  

 番 の 39 か ら  5,267 番 の 47 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  147 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ９ 月 13 日 第 2024 開 1307 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  名 古 屋 市 中 区 栄 ４ 丁 目 １ 番 １ 号  

  株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ  

   代 表 取 締 役  広  田  靖  治  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 原 宿 五 丁 目  990 番 の １ 、  990 番 の ２ 及 び  990 番 の ６  
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横 浜 市 公 告 第  148 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ １ ・ ５ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 26 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   15.57 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  鶴 見 区 馬 場 三 丁 目  565 番 の 12  

６  申 請 者 の 氏 名  

  協 栄 ハ ウ ジ ン グ 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  難  波  三  郎  
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横 浜 市 公 告 第  149 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ ４ ・ ４ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  5.00 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  中 区 西 竹 之 丸 96 番 の 56  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 太 田 不 動 産  

   代 表 取 締 役  伊  藤    健  
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横 浜 市 公 告 第  150 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 64 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 25 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   39.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  中 区 本 牧 満 坂  187 番 の 94 地 先 か ら  187 番 の  149 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  151 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 76 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 21 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.60 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   42.70 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  南 区 六 ツ 川 二 丁 目 33 番 の ５ 地 先 か ら 35 番 の １ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  152 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 39 ・ 11 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 27 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   28.30 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 北 区 高 田 西 三 丁 目  1,793 番 の ３ 地 先 か ら  1,796 番 の 14 地 先 ま  

 で  
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横 浜 市 公 告 第  153 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 26 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   16.99 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  磯 子 区 杉 田 三 丁 目  1,094 番 の １ 、  1,094 番 の ６ 及 び  1,094 番 の

７ の 各 一 部  
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達  

 

達 第 １ 号  

                         庁 中 一 般  

   横 浜 市 郵 送 請 求 事 務 セ ン タ ー 規 程 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 郵 送 請 求 事 務 セ ン タ ー 規 程 （ 平 成 26 年 １ 月 達 第 １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 ２ 条 第 ２ 号 中 「 、 個 人 事 項 証 明 書 及 び 一 部 事 項 証 明 書 」 を 「 及

び 個 人 事 項 証 明 書 」 に 改 め 、 「 。 ） 」 の 次 に 「 並 び に 戸 籍 の 一 部 事

項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る も の 等 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、

同 条 第 ４ 号 中 「 も の 等 」 の 次 に 「 又 は 電 子 申 請 に よ る も の 」 を 加 え

、 同 条 第 ５ 号 中 「 、 個 人 事 項 証 明 書 及 び 」 を 「 及 び 個 人 事 項 証 明 書

の 交 付 の 請 求 （ 郵 便 等 に よ る も の 等 又 は 電 子 申 請 に よ る も の に 限 る

。 ） 並 び に 除 か れ た 戸 籍 の 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 達 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 告 示  

 

泉 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 27 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 高 砂 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ７ 年 ２ 月 27 日  

               横 浜 市 泉 区 長  山  口    賢  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び  

住 所  

登  石  順  二  

泉 区 中 田 西 四 丁 目 ３

番 12 号  

北  村    進  

泉 区 中 田 西 四 丁 目 14

番 ８ 号  
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保 土 ケ 谷 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 28 日 掲 示 済 ）  

   避 難 指 示 の 解 除  

 令 和 ５ 年 ６ 月 ３ 日 に 発 令 し た 避 難 指 示 に つ い て は 、 次 の と お り 解

除 す る 。  

   令 和 ７ 年 ２ 月 28 日  

            横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長  神  部    浩  

１  避 難 指 示 日 時 及 び 対 象 地 域   

  避 難 指 示 日 時  令 和 ５ 年 ６ 月 ３ 日 午 前 ７ 時 15 分  

  対 象 地 域  保 土 ケ 谷 区 霞 台 の 一 部  

２  避 難 指 示 を 解 除 す る 日 時  

  令 和 ７ 年 ２ 月 28 日 午 前 ９ 時 00 分  
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金 沢 区 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 能 見 台 通 東 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日  

              横 浜 市 金 沢 区 長  齋  藤  真 美 奈  

変 更 し た 事 項    変  更  前  変  更  後 （ 仮 代 表 者 ）  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

松  原  喜 一 郎  

金 沢 区 能 見 台 通 ６ 番

５ 号  

今  井  郁  夫  

金 沢 区 能 見 台 通 23 番 25 号  
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区 公 告  

 

港 南 区 公 告 第 31 号 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 25 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ７ 年 ２ 月 25 日  

              横 浜 市 港 南 区 長  栗  原  敏  也  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 28 － 79  

浜  

   横 浜  

令 和 ６ 年 ９ 月 ７ 日  
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中 区 公 告 第 39 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 掲 示 済 ）  

   漂 流 物 の 引 渡 し  

 水 難 救 護 法 （ 明 治 32 年 法 律 第 95 号 ） 第 24 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き

次 の と お り 漂 流 物 の 引 渡 し を 受 け た の で 、 所 有 者 に 引 き 渡 す 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日  

               横 浜 市 中 区 長  小  林  英  二  

１  拾 得 物 件  

  和 船  

２  拾 得 場 所  

  本 牧 ふ 頭 B 突 堤  地 先 公 有 水 面  

３  拾 得 年 月 日  

  令 和 ７ 年 １ 月 ８ 日  

４  拾 得 者  

  横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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神 奈 川 区 区 公 告 第 15 号  

   漂 流 物 （ 沈 没 品 ） の 引 渡 し  

 水 難 救 護 法 （ 明 治 32 年 法 律 第 95 号 ） 第 24 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き

次 の と お り 漂 流 物 （ 沈 没 品 ） の 引 渡 し を 受 け た の で 、 所 有 者 に 引 き

渡 す 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  鈴  木  茂  久   

１  拾 得 物 件  

  ブ イ  

２  拾 得 場 所  

  神 奈 川 区 恵 比 須 町 ７ 番 地 の ３ 付 近 海 上  

３  拾 得 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ２ 月 11 日  
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消 防 局  

 

中 消 防 署 公 告 第 ３ 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 掲 示 済 ）  

   消 防 法 に 基 づ く 措 置 命 令  

 次 の 防 火 対 象 物 は 、 消 防 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第  186 号 ） 第 17 条 第 １

項 の 規 定 に 違 反 し て い る の で 、 消 防 法 第 17 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 措 置 を 講 ず る こ と を 命 じ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日  

             横 浜 市 中 消 防 署 長  田  邊  栄  久  

１  防 火 対 象 物 の 所 在 地  

  中 区 山 田 町 ３ 番 地 の １  

２  防 火 対 象 物 の 名 称  

  セ ブ ン ス タ ー マ ン シ ョ ン 関 内  

３  命 令 を 受 け た 者 の 氏 名  

  セ ブ ン ス タ ー マ ン シ ョ ン 関 内 管 理 組 合  

   理 事 長  田  邊  賢  一  

４  措 置 事 項  

  令 和 ７ 年 ９ 月 ４ 日 ま で に 、 自 動 火 災 報 知 設 備 の 受 信 機 の 撤 去 に

よ る 不 良 は 改 修 す る こ と 。  

５  命 令 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日  
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消 防 局 告 示 第 １ 号  

   横 浜 市 火 災 予 防 条 例 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 消 防 長 が  

   指 定 す る 日 本 産 業 規 格 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 火 災 予 防 条 例 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 消 防 長 が 指 定 す る

日 本 産 業 規 格 （ 平 成 ４ 年 ６ 月 消 防 局 告 示 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  平  中    隆   

 「 施 行 す る 」 の 次 に 「 。 た だ し 、 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 日 本 産 業 規

格 に つ い て は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 に 現 に 存 す る 建 築 物 又 は 令 和 ８ 年

３ 月 31 日 ま で に そ の 工 事 に 着 手 す る 建 築 物 の 避 雷 設 備 に 限 る 」 を 加

え 、 第 ２ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  Ｊ Ｉ Ｓ  Ｚ  9290 ― ３ ― 2019 （ 雷 保 護 ）  
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消 防 局 公 告 第 ４ 号  

   消 防 法 に 基 づ く 措 置 命 令  

 次 の 防 火 対 象 物 は 、 消 防 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第  186 号 ） 第 17 条 第 １

項 の 規 定 に 違 反 し て い る の で 、 消 防 法 第 17 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 措 置 を と る こ と を 命 じ た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  平  中    隆  

１  防 火 対 象 物 の 所 在 地  

  緑 区 青 砥 町  494 番 地 の ５ 、 ６ 及 び 14  

２  防 火 対 象 物 の 名 称  

  株 式 会 社 セ ン ス ビ ー  

３  命 令 を 受 け た 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 セ ン ス ビ ー  

   代 表 取 締 役  山  本  茂  明  

４  措 置 事 項  

 (1)  令 和 ７ 年 ７ 月 ４ 日 ま で に 、 防 火 対 象 物 全 体 に 屋 内 消 火 栓 設 備

を 設 置 す る こ と 。  

 (2)  令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日 ま で に 、 事 務 所 棟 及 び 第 一 工 場 部 分 に 自 動

火 災 報 知 設 備 を 技 術 上 の 基 準 に 適 合 す る よ う 設 置 す る こ と 。  

５  命 令 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日  
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消 防 局 公 告 第 ５ 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  平  中    隆  

  所  属  職  名    氏  名  処 分 の 内 容  

保 土 ケ 谷 消 防 署  消 防 吏 員  北 湯 口  竜  耶  停 職 １ 箇 月  

保 土 ケ 谷 消 防 署  消 防 吏 員  大  山  輝  士  
減 給 10 分 の １  

３ 箇 月  

泉 消 防 署  消 防 吏 員  畑  野  英  治  
減 給 10 分 の １  

２ 箇 月  

 

 

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 193 号 令和７年３月14日 

87 

 

交 通 局  

 

 横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を

こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 10 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

交 通 局 規 程 第 １ 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す  

   る 規 程  

 横 浜 市 高 速 鉄 道 タ ッ チ 決 済 乗 車 取 扱 規 程 （ 令 和 ６ 年 11 月 交 通 局 規

程 第 25 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 10 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 し 乗 車 」 を 削 り 、 「 行 な わ な け れ ば な ら

な い 。 」 の 次 に 「 ま た 、 施 行 規 程 第 ９ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該

決 済 媒 体 に 対 し 入 場 処 理 を 行 っ て か ら 出 場 処 理 を 行 う ま で の 間 、 旅

客 は 列 車 に 乗 車 す る こ と が で き る 。 」 を 加 え る 。  

 第 14 条 第 ５ 項 中 「 普 通 旅 客 運 賃 は 、 」 の 次 に 「 旅 客 が 出 場 処 理 を

受 け た 後 、 」 を 加 え 、 同 条 第 ８ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

９  午 前 ３ 時 か ら 翌 日 午 前 ２ 時 59 分 ま で の 間 （ 以 下 、 「 １ 日 」 と い

う 。 ） に 、 同 一 の 決 済 媒 体 で の 都 度 利 用 に よ る 運 賃 の 総 額 が 施 行

規 程 第 24 条 の ２ に 定 め る 大 人 １ 日 旅 客 運 賃 （ 以 下 、 「 大 人 １ 日 旅

客 運 賃 」 と い う 。 ） に 相 当 す る 額 を 超 え た 場 合 、 第 １ 項 及 び 第 ２

項 の 定 め に か か わ ら ず 、 当 該 １ 日 の 都 度 利 用 に 適 用 す る 運 賃 は 、

大 人 １ 日 旅 客 運 賃 に 相 当 す る 額 と す る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ３ 月 12 日 か ら 施 行 す る 。  
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交 通 局 告 示 第 ４ 号  

   横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 の 一 部 改 正  

 横 浜 市 乗 合 自 動 車 の 運 転 系 統 （ 平 成 24 年 ３ 月 交 通 局 告 示 第 ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 ７ 年 ３ 月 15 日 か ら 実 施 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

１  普 通 系 統 の 表 79 の 部 中 、  

「  

79  

 

ア  平 和 台 折 返 場 ～ 日

本 大 通 り 駅 県 庁 前  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 本 庁 ４

丁 目  

8.800  往 路 の み  

イ  新 県 庁 前 ～ 平 和 台

折 返 場  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 本 庁 ４

丁 目  

8.820  復 路 の み  

ウ  平 和 台 折 返 場 ～ 関

内 駅 北 口  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 羽 衣 町  

7.970  復 路 の み  

エ  平 和 台 折 返 場 ～ 平

和 台 折 返 場  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 井

土 ヶ 谷 、

蒔 田 中 学

校 前 、 通

町 １ 丁 目  

10.280 一 方 循 環  

オ  平 和 台 折 返 場 ～ 港

町  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 羽 衣 町  

8.430  往 路 の み  

                             」  

を 、  
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「  

79  ア  平 和 台 折 返 場 ～ 日

本 大 通 り 駅 県 庁 前  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 本 町 ４

丁 目  

8.800  往 路 の み  

イ  平 和 台 折 返 場 ～ 新

県 庁 前  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 本 町 ４

丁 目  

8.820  復 路 の み  

ウ  平 和 台 折 返 場 ～ 関

内 駅 北 口  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 羽 衣 町  

7.970  復 路 の み  

エ  平 和 台 折 返 場 ～ 平

和 台 折 返 場  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 井

土 ケ 谷 、

蒔 田 中 学

校 前 、 通

町 １ 丁 目  

10.280 一 方 循 環  

オ  平 和 台 折 返 場 ～ 港

町  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 羽 衣 町  

8.430  往 路 の み  

カ  平 和 台 折 返 場 ～ 市

大 セ ン タ ー 病 院 前  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目

、 南 区 総

合 庁 舎 前  

7.640  往 路 の み  

平 日 の み  

キ  平 和 台 折 返 場 ～ 南

区 総 合 庁 舎 前  

児 童 遊 園

地 前 、 永

田 町 、 通

町 １ 丁 目  

7.660  復 路 の み  

平 日 の み  
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                             」  

に 改 め 、 同 表  199 の 部 及 び ベ イ サ イ ド ブ ル ー の 部 を 削 り 、 同 表  188  

の 部 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

「  

BAYSIDE BLUE    

 

横 浜 駅 前 ～ 横 浜 駅

改 札 口 前  

 

パ シ フ ィ

コ 横 浜 、

ハ ン マ ー

ヘ ッ ド  

12.400 一 方 循 環  

                             」  
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医 療 局 病 院 経 営 本 部  

 

 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正

す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

              横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者  

              病 院 経 営 本 部 長  鈴  木  宏  昌  

医 療 局 病 院 経 営 本 部 規 程 第 ２ 号  

   横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 程 の 一  

   部 を 改 正 す る 規 程  

 横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 休 暇 に 関 す る 規 程 （ 平 成 17 年 ３

月 病 院 経 営 局 規 程 第 20 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 第 １ 項 第 ７ 号 中 「 準 ず る も の 」 を 「 準 ず る 者 」 に 、 「 定 め

る も の 」 を 「 定 め る 者 」 に 改 め 、 同 項 第 10 号 中 「 子 の 看 護 休 暇 」 を

「 子 の 看 護 等 休 暇 」 に 、 「 看 護 （ 」 を 「 看 護 等 （ 」 に 、 「 又 は 疾 病

」 を 「 、 疾 病 」 に 、 「 を 行 う こ と 」 を 「 若 し く は 学 校 保 健 安 全 法 （

昭 和 33 年 法 律 第 56 号 ） 第 20 条 の 規 定 に よ る 学 校 の 休 業 そ の 他 こ れ に

準 ず る も の と し て 病 院 事 業 管 理 者 が 定 め る 事 由 に 伴 う 当 該 子 の 世 話

を 行 う こ と 又 は 当 該 子 の 教 育 若 し く は 保 育 に 係 る 行 事 の う ち 病 院 事

業 管 理 者 が 定 め る も の へ の 参 加 を す る こ と 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 と し て 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の ２ 項 を 加 え

る 。  

３  第 １ 項 第 10 号 の 病 院 事 業 管 理 者 が 定 め る 事 由 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る も の と す る 。  

 (1)  学 校 保 健 安 全 法 第 19 条 の 規 定 に よ る 出 席 停 止  

 (2)  保 育 所 等 そ の 他 の 施 設 又 は 事 業 に お け る 学 校 保 健 安 全 法 第 20

条 の 規 定 に よ る 学 校 の 休 業 に 準 ず る 事 由 又 は 前 号 に 掲 げ る 事 由

に 準 ず る 事 由  

４  第 １ 項 第 10 号 の 病 院 事 業 管 理 者 が 定 め る も の は 、 入 園 、 卒 園 、

入 学 又 は 卒 業 の 式 典 そ の 他 病 院 事 業 管 理 者 が 別 に 定 め る も の と す

る 。  

 第 10 条 第 １ 項 中 「 子 の 看 護 休 暇 」 を 「 子 の 看 護 等 休 暇 」 に 改 め る

。  

 別 表 第 ３ の ８ の 項 中 「 学 校 保 健 法 」 を 「 学 校 教 育 法 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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教 育 委 員 会  

 

横 浜 市 教 育 委 員 会 公 告 第 ６ 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第

２ 号 及 び 第 ３ 号 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ７ 年 ２ 月 28 日 懲 戒 処 分 に 付 し

た 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

                     横 浜 市 教 育 委 員 会  

所 属 又 は 補 職  職 名    氏  名   処 分 の 内 容  

横 浜 市 立 瀬 谷 中 学 校  教 諭  井  上    仁  減 給 10 分 の １   

１ 月  
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区 選 挙 管 理 委 員 会  

 

港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ７ 年 ２ 月 21 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ７ 年 ２ 月 21 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 職 務 代 理 者 に 就 任 し

た 。  

   令 和 ７ 年 ２ 月 21 日  

                横 浜 市 港 南 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  山 野 井  正  郎  
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港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 掲 示 済 ）  

   投 票 区 の 設 置 の 一 部 改 正  

 投 票 区 の 設 置 （ 平 成 ６ 年 12 月 港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 29 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ７ 年 ３ 月 ３ 日  

                横 浜 市 港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会  

 表 第 ６ 投 票 区 、 第 10 投 票 区 、 第 31 投 票 区 及 び 第 32 投 票 区 の 項 を 次

の よ う に 改 め る 。  

第 ６ 投 票 区  岸 根 町 、 篠 原 町  1,060 番 地 か ら  1,063 番 地 ま で 、  

 1,089 番 地 か ら  1,090 番 地 ま で 、  1,113 番 地 か ら  

 1,114 番 地 ま で 、  1,117 番 地 か ら  1,267 番 地 ま で  

、  3,070 番 地 か ら  3,122 番 地 ま で 、  3,130 番 地 か  

ら  3,133 番 地 ま で  

第 10 投 票 区  大 豆 戸 町  355 番 地 か ら  377 番 地 ま で 、  374 番 地 か

ら  387 番 地 ま で 、  390 番 地 か ら  392 番 地 ま で 、 41  

6 番 地 か ら  417 番 地 ま で 、  427 番 地 か ら  474 番 地

ま で 、  481 番 地 か ら  599 番 地 ま で 、  600 番 地 か ら  

 945 番 地 ま で 、  950 番 地 か ら  951 番 地 ま で 、 1,04  

3 番 地 か ら  1,107 番 地 ま で 、  1,109 番 地 か ら 1,12  

8 番 地 ま で 、  1,131 番 地 か ら  1,248 番 地 ま で 、 1,  

250 番 地 か ら  2,297 番 地 ま で 、 新 横 浜 三 丁 目  

第 31 投 票 区  日 吉 本 町 三 丁 目 20 番 以 降 、 日 吉 本 町 四 丁 目 ８ 番 以  

降  

第 32 投 票 区  新 横 浜 一 丁 目 １ 番 か ら 31 番 ま で 、 新 横 浜 二 丁 目 、  

鳥 山 町  1,730 番 地 か ら  1,820 番 地 ま で 、 小 机 町 3,  

211 番 地 か ら  3,212 番 地 ま で 、  3,234 番 地 か ら 3,  

239 番 地 ま で 、  3,266 番 地 、  3,279 番 地 か ら 3,29  

8 番 地 ま で 、  3,328 番 地 か ら  3,344 番 地 ま で 、 3,  

378 番 地 か ら  3,382 番 地 ま で  
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正 誤  

 

 令 和 ６ 年 定 期 第  184 号 10 ペ ー ジ 下 か ら ８ 行 目 及 び ９ 行 目 表 中 「 客

席 等 の 床 面 積 の の 合 計 」 は 「 客 席 等 の 床 面 積 の 合 計 」 の 誤 り 。  

 




